
藤
原
良
房
に
「
天
一

れ
、
幕
を
閉
じ
る
。

燃
え
さ
か
る
紅
蓮
の
炎
、
集
う
野
次
馬
た
ち
、
物
々
し
い
検
非
違
使
、
静
寂
の
宮
殿
、
悲
し
み
に
包
ま
れ
る
屋
敷
…
誰
も
が
一
度
は

目
に
し
た
こ
と
の
あ
る
絵
巻
、
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
（
「
伴
大
納
言
絵
詞
」
と
も
）
で
あ
る
。
現
在
、
出
光
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
、
国
宝

に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
絵
巻
は
、
十
七
世
紀
に
、
若
狭
国
小
浜
藩
主
で
大
老
を
務
め
た
酒
井
忠
勝
の
手
に
よ
っ
て
、
現
在
の
形
で
あ

（
１
）

る
三
巻
に
切
断
さ
れ
、
改
装
さ
れ
た
と
い
う
。

絵
巻
の
主
題
と
な
っ
た
事
件
は
、
貞
観
八
（
八
六
六
）
年
閏
三
月
十
日
の
夜
半
、
平
安
宮
内
の
朝
堂
院
の
正
門
で
あ
る
応
天
門
が
炎

上
し
、
両
袖
の
棲
鳳
楼
と
翔
驚
楼
も
延
焼
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
や
が
て
、
こ
れ
が
平
安
初
期
の
宮
廷
を
揺
る
が
す
政
治
疑
獄
事

件
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
世
に
言
う
「
応
天
門
の
変
」
で
あ
る
。
事
態
の
収
拾
の
た
め
に
、
十
七
歳
で
あ
っ
た
清
和
天
皇
が
、
外
祖
父

藤
原
良
房
に
「
天
下
の
政
を
摂
行
」
さ
せ
る
。
告
発
に
よ
っ
て
、
放
火
犯
と
し
て
大
納
言
で
あ
っ
た
伴
善
男
が
伊
豆
国
へ
遠
流
と
さ

応
天
門
の
変
と
『
伴
大
納
言
絵
巻
』
～
記
録
と
記
憶
の
間
～

は
じ
め
に

こ
の
事
件
の
経
緯
を
今
日
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
資
料
は
、

仁
藤
智
子

1



④
「
伴
大
納
言
絵
巻
」

の
四
つ
で
あ
る
。
①
は
言
う
ま
で
も
な
く
正
史
で
あ
り
、
事
件
の
記
憶
も
鮮
や
か
な
三
十
五
年
後
の
九
○
一
（
延
喜
元
）
年
に
醍
醐
天

皇
に
奏
進
さ
れ
た
公
式
な
記
録
で
あ
る
。
②
は
「
大
鏡
裏
書
」
に
残
さ
れ
た
醍
醐
皇
子
の
重
明
親
王
の
日
記
「
吏
部
王
記
」
の
逸
文
で

あ
る
。
事
件
の
七
十
年
後
の
人
々
の
記
憶
に
こ
の
事
件
が
ど
の
よ
う
に
伝
わ
っ
た
の
か
、
興
味
深
い
記
事
が
見
ら
れ
る
。
③
は
十
三
世

紀
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
説
話
集
で
あ
る
。
こ
れ
と
④
の
詞
書
は
、
大
筋
で
一
致
し
て
い
る
の
で
、
一
つ
の
説
話
と
し
て
の
成
立
は
説

話
集
と
し
て
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
成
立
に
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
絵
巻
が
作
ら
れ
た
の
は
十
二
世
紀
後
半
で
あ
る
か
ら
、
当

時
の
人
々
に
ど
の
よ
う
な
事
件
と
し
て
伝
え
ら
れ
記
憶
さ
れ
て
い
た
の
か
、
物
語
っ
て
く
れ
る
。

こ
の
事
件
に
関
す
る
先
行
研
究
は
多
岐
に
及
ぶ
。
大
き
く
分
野
別
に
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
第
一
に
、
歴
史
学
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
平
安
初
期
の
社
会
を
震
憾
さ
せ
た
政
治
事
件
と
し
て
、
あ
る
い
は
幼
帝
の
出
現
に
伴
い
「
摂
政
」
と
い
う
新
た

（
２
）

な
政
治
形
態
が
出
現
し
た
画
期
と
し
て
評
価
す
る
。
第
二
は
、
美
術
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
④
は
後
白
河
院
の
宝
蔵
絵
（
絵

巻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
の
一
つ
と
し
て
、
古
く
か
ら
評
価
さ
れ
、
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
近
年
は
、
黒
田
泰
三
や
黒
田
日
出
男
な
ど

〈
３
）

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
学
際
的
な
研
究
の
対
象
と
も
な
っ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
研
究
層
の
厚
い
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
第
三
は
、
国

文
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
伝
承
の
作
品
化
と
し
て
、
説
話
文
学
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
三
つ
の
分
野
か
ら
の
精
力
的
な
研
究
の
蓄
積
に
導
か
れ
な
が
ら
も
、
こ
の
四
つ
の
資
料
を
基
に
、
応
天
門
の
変
が
ど
の

②
「
大
鏡
裏
書
」
所
引
「
吏
部
王
記
』
承
平
四
年
条

③
「
宇
治
拾
遺
物
語
」

①
「
三
代
実
録
」

2



～記録と記憶の間～応天門の変と「伴大納言絵巻」

よ
う
に
記
録
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
、
後
世
の
人
々
に
は
こ
の
事
件
が
ど
の
よ
う
に
記
憶
さ
れ
、
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
検

証
し
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
、
歴
史
書
の
記
載
に
よ
る
「
事
実
」
と
、
人
々
に
語
り
つ
か
れ
た
「
真
実
」
と
の
乖
離
の
分
析
を
通
し

て
、
当
該
期
の
社
会
的
情
勢
を
再
考
す
る
こ
と
を
最
終
目
的
と
し
た
い
。

（
４
）

貞
観
八
年
閏
三
月
十
日
夜
、
応
天
門
が
炎
上
し
、
棲
鳳
・
翔
驚
楼
も
延
焼
し
た
。
応
天
門
は
、
平
安
宮
の
正
門
で
あ
る
朱
雀
門
を
北

上
し
て
、
朝
堂
院
の
南
正
門
に
当
た
り
、
平
城
宮
段
階
で
は
「
大
伴
門
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
二
図
ｌ
】
参
照
）
。
政

庁
の
正
門
と
い
う
重
要
な
門
が
、
一
夜
に
し
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
、
大
騒
動
に
な
っ
た
。
災
異
を
払
い
、
人
心
を
治
め

る
た
め
に
、
同
月
二
十
二
日
に
会
昌
門
に
て
大
祓
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
の
ち
、
昨
今
の
情
勢
を
占
わ
せ
て
み
る
と
、
「
御
疾
病
・
火
災
．

（
５
）

兵
乱
」
と
い
う
卜
占
が
下
っ
た
。
清
和
天
皇
は
じ
め
と
す
る
廟
堂
は
、
こ
の
卜
占
を
相
当
気
に
し
て
い
た
よ
う
で
、
度
々
記
事
に
散
見

（
６
〉

す
る
。
七
月
六
日
に
は
、
伊
勢
神
宮
に
使
い
が
遣
わ
さ
れ
、
南
海
道
の
諸
神
社
に
は
班
幣
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
の
告
文
に
は
、

の
経
緯
を
追
っ
て
い
こ
う
。

二
）
「
三
代
実
録
」
に
記
録
さ
れ
た
事
件

最
初
に
、
正
史
と
し
て
の
「
三
代
実
録
」
に
、
関
連
す
る
一
連
の
記
事
が
ど
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
な
が
ら
、
事
件

一
記
録
に
残
さ
れ
た
応
天
門
の
変

遣
二
使
於
伊
勢
太
神
宮
一
、
告
以
二
応
天
門
火
一
。
告
文
日
「
（
前
略
）
圭

〈
天
〉
、
焼
蓋
〈
奴
〉
・
其
後
頻
有
二
物
粧
一
〈
永
〉
依
〈
天
〉
ト
求
〈
永
〉
、 去

閏
三
月
十
日
〈
が
〉
応
天
門
井
東
西
楼
〈
永
〉
火
災
在

御
鵠
〈
永
〉
御
疾
事
、
又
火
災
兵
事
等
〈
乃
〉
事
可
レ
３
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応天門の変と「伴大納言絵巻」 ～記録と記憶の間～

と
み
え
、
火
災
後
、
た
び
た
び
物
の
怪
に
悩
ま
さ
れ
た
清
和
が
、
占
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
「
御
疾
事
」
「
火
災
」
「
兵
事
」
が
あ
る
と
い
う

結
果
が
出
た
た
め
、
加
護
を
祈
っ
て
遣
使
し
た
と
あ
る
。

ま
た
同
日
に
出
さ
れ
た
南
海
道
諸
神
へ
の
告
文
に
は
、

と
あ
り
、
こ
の
占
い
峰

ね
て
上
申
し
て
い
る
。

こ
の
占
い
は

当
時
の
社
会
状
況
を
概
観
す
る
と
、
清
和
の
不
安
は
こ
の
三
点
に
集
約
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
「
疾
病
」

言
ｊ
）

と
は
、
自
分
の
健
康
状
態
が
芳
し
く
な
い
こ
と
で
、
貞
観
八
年
は
天
皇
の
不
出
御
が
時
折
み
ら
れ
る
。
何
ら
か
の
過
度
の
ス
ト
レ
ス
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
火
気
」
と
は
、
火
災
と
日
照
り
で
、
前
者
は
応
天
門
の
焼
失
な
ど
の
火
災
を
さ
し
、
後
者
と
し
て
は
こ

（
８
）

の
年
の
春
先
か
ら
続
く
旱
害
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
濃
尾
平
野
で
の
水
騒
動
の
勃
発
や
南
海
道
諸
国
へ
の
奉
幣
な
ど
か
ら
は
深

刻
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
兵
事
」
と
は
、
不
穏
な
新
羅
と
の
緊
張
関
係
や
地
方
で
の
小
競
り
合
い
な
ど
不
安
定
な
社
会
情

勢
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
当
該
期
に
お
け
る
清
和
の
不
安
を
予
兆
・
象
徴
し
た
の
が
、
応
天
門
の
火
災
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
す

（
９
）

ぐ
に
再
建
に
着
手
し
た
。
六
月
に
は
再
建
の
た
め
の
料
材
確
保
の
た
め
、
木
工
寮
官
人
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

ｌ有
〈
止
〉
申
〈
世
利
〉
。
（
後
略
）
」

又
班
二
幣
南
海
道
諸
神
一
告
文
日
「
（
前
略
）
去
閏
三
月
十
日
夜
、
八
省
〈
乃
〉
応
天
門
井
左
右
楼
〈
永
〉
失
火
事
有
〈
岐
〉
。
因
し

弦
神
祇
陰
陽
等
〈
乃
〉
官
〈
乎
之
天
〉
、
令
二
占
一
求
〈
永
〉
、
今
亦
火
災
兵
警
御
病
事
等
可
レ
有
〈
止
〉
申
〈
利
〉
。
（
後
略
）
」

神
祇
官
と
陰
陽
寮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
陰
陽
寮
は
十
六
日
に
は
「
水
疫
」
も
重

ラ



い
ま
だ
不
穏
な
状
況
を
脱
せ
ぬ
八
月
に
、
事
態
は
急
転
す
る
こ
と
と
な
る
。
八
月
三
日
に
左
京
に
住
む
大
宅
鷹
取
と
い
う
人
物
が
、

応
天
門
の
焼
失
は
大
納
言
で
あ
る
伴
善
男
と
右
衛
門
佐
伴
中
庸
父
子
に
よ
る
放
火
で
あ
る
と
告
発
し
た
の
だ
。
す
ぐ
に
、
告
発
者
で
あ

る
大
宅
鷹
取
の
身
柄
が
左
検
非
違
使
の
も
と
に
拘
束
さ
れ
、
勅
命
に
て
、
参
議
で
あ
る
藤
原
良
縄
と
勘
解
由
使
長
官
を
兼
ね
る
南
淵
年

（
叩
）

名
が
、
勘
解
由
使
局
に
て
伴
善
男
を
鞠
問
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
八
日
に
は
文
徳
天
皇
の
田
邑
山
陵
を
は
じ
め
と
す
る
諸
陵
に
山
陵

使
が
派
遣
さ
れ
て
、
報
告
が
な
さ
れ
た
。

こ
の
告
文
で
注
目
す
べ
き
は
、
応
天
門
の
焼
失
の
事
に
は
触
れ
て
い
る
（
傍
線
部
①
）
の
に
、
犯
人
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
犯
人
が
確
定
で
き
て
い
な
い
と
す
べ
き
な
の
か
。
と
す
れ
ば
、
こ

の
日
に
山
陵
使
を
派
遣
し
た
理
由
を
、
文
字
通
り
、
一
四
日
の
巡
検
し
た
際
に
発
覚
し
た
山
陵
の
木
の
伐
採
（
傍
線
部
②
）
に
対
す
る

其
答
〈
乎
〉
卜
求
〈
礼
波
〉
・
掛
畏
〈
岐
〉
御
陵
〈
乎
〉
犯
穣
〈
世
留
〉
事
在
。
又
猶
火
事
可
し
有
。
又
疾
事
〈
毛
〉
可
し
有
〈
止
〉ｌ

ト
申
〈
利
〉
。
因
し
蕊
恐
畏
〈
利
天
〉
申
奉
出
給
〈
牟
止
須
留
〉
間
〈
が
〉
頻
有
二
職
事
→
〈
天
〉
至
レ
今
延
怠
〈
礼
利
〉
。
②
因
以
一
《

去
十
四
日
一
巡
〈
留
永
〉
・
御
陵
〈
乃
〉
木
數
多
く
久
〉
伐
事
〈
阿
り
止
〉
検
申
〈
世
利
〉
。
今
御
陵
守
等
〈
乎
波
〉
ｃ
随
し
法
〈
永
〉

罪
〈
那
倍
〉
賜
〈
牟
止
須
〉
。
爲
レ
申
二
此
状
一
・
中
納
言
正
三
位
兼
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
源
朝
臣
融
。
少
納
言
從
五
位
上
良
峯
朝

臣
經
世
等
〈
乎
〉
差
し
使
〈
天
〉
奉
出
賜
〈
布
〉
・
此
状
〈
乎
〉
聞
食
〈
天
〉
・
平
〈
久
〉
安
く
久
〉
護
幸
賜
〈
止
〉
恐
く
ミ
〉
恐

く
美
毛
〉
奏
賜
〈
波
久
〉
奏
。
」
自
餘
山
陵
告
文
准
レ
此
。

十
八
日
庚
寅
。
分
二
遺
使
者
於
諸
山
陵
一
、

恐
く
美
毛
〉
奏
賜
〈
倍
止
〉
奏
〈
久
〉
（①
去
閏
三
月
十
日
夜
。
應
天
門
及
東
西
模
〈
永
〉
有
二
火
災
一
〈
天
〉
皆
悉
焼
失
〈
奴
〉
。

告
二
応
天
門
火
一
也
。
田
邑
山
陵
告
文
云
、
「
天
皇
掛
畏
〈
岐
〉
御
陵
〈
永
〉
恐
く
美
〉
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応天門の変と「伴大納言絵巻」 ～記録と記憶の間～

御
陵
守
の
怠
慢
を
詫
び
る
と
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
翌
一
九
日
に
、
清
和
天
皇
は
勅
命
で
藤
原
良
房
に
「
天
下
の
政
を
摂
行
せ
し

一

Ⅲ

）

む
」
と
い
う
措
置
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
後
、
二
九
日
に
は
、
伴
善
男
の
子
息
で
あ
る
伴
中
庸
も
拘
禁
さ
れ
、
今
回
の
告
発
者
で
あ
る

（
吃
）

大
宅
鷹
取
の
子
を
殺
害
し
た
生
江
恒
山
、
さ
ら
に
は
伴
清
縄
も
拷
問
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
連
座
し
た
八
人
も
配
流
先
も
決
定
し
た
。

紀
夏
井
（
土
佐
国
）
・
伴
河
男
（
能
登
国
）
・
伴
夏
影
（
越
後
国
）

伴
冬
満
（
常
陸
国
）
・
紀
春
道
（
上
総
国
）
・
伴
高
吉
（
下
総
国
）

紀
武
城
（
日
向
国
）
・
伴
春
範
（
薩
摩
国
）

い
ず
れ
も
伴
氏
と
紀
氏
の
同
族
ば
か
り
で
あ
る
。
同
日
、
太
政
官
曹
司
庁
に
て
公
卿
・
百
官
に
宣
制
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
告
発
か
ら
一
か
月
半
た
っ
た
、
九
月
二
二
日
に
事
件
は
犯
人
五
人
が
確
定
し
、
断
罪
さ
れ
た
。
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

伴
善
男
↓
死
罪
減
一
等
伊
豆
国
へ
配
流
（
遠
流
）

伴
中
庸
↓
隠
岐
国
へ
配
流
（
〃
）

紀
豊
城
↓
安
房
国
へ
配
流
（
〃
）

伴
秋
実
↓
壱
岐
鴫
へ
配
流
（
〃
）

伴
清
縄
↓
佐
渡
国
へ
配
流
（
〃
）

公
卿
就
一
一
太
政
官
曹
司
艤
一
・
會
二
文
武
百
官
一
宣
制
。
其
詞
日
。
「
天
皇
〈
我
〉
大
命
〈
良
万
止
〉
宣
く
久
〉
・
去
閏
三
月
十
日
之
７



こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
宅
鷹
取
は
「
大
納
言
伴
宿
祢
の
所
為
な
り
」
と
告
発
し
た
（
傍
線
部
①
）
。
勅
使
に
よ
る
謝
問
に
、
伴
善
男
は

否
定
を
続
け
た
が
、
従
者
で
あ
っ
た
生
江
恒
山
と
伴
清
縄
を
拷
訊
し
た
と
こ
ろ
、
「
善
男
で
は
な
く
、
子
息
の
中
庸
が
し
た
こ
と
で
あ

る
」
と
自
白
し
た
（
傍
線
部
②
）
。
そ
こ
で
中
庸
を
召
喚
し
た
と
こ
ろ
、
「
父
の
教
命
を
受
け
て
」
や
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
証
言
す
る

（
傍
線
部
③
）
に
至
っ
た
。
明
法
博
士
に
罪
科
を
審
問
し
た
と
こ
ろ
、
「
反
逆
の
罪
」
に
相
当
し
斬
刑
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
奏
聞
し
た

（
卿
）

が
、
清
和
天
皇
は
一
等
を
減
じ
て
「
遠
流
罪
」
と
し
、
そ
の
他
の
関
係
者
も
断
罪
し
た
、
と
見
え
て
い
る
。

こ
の
断
罪
と
処
罰
に
基
づ
き
、
二
五
日
に
は
伴
善
男
の
家
財
は
没
収
さ
れ
、
山
陵
使
が
派
遣
さ
れ
、
仁
明
天
皇
の
深
草
御
陵
と
桓
武

巧
詐
一
・
③
即
中
庸
〈
波
〉
父
之
教
命
〈
乎
〉
受
〈
天
〉
・
所
し
爲
〈
止
〉
云
事
無
し
疑
。
価
与
二
明
法
博
士
等
一
勘
定
〈
が
〉
・
大
逆

之
罪
共
難
し
可
レ
避
・
須
同
〈
久
〉
斬
刑
〈
永
〉
當
虚
〈
止
〉
奏
聞
〈
世
利
〉
・
然
〈
礼
止
毛
〉
。
別
〈
永
〉
依
し
有
し
所
し
恩
〈
奈

毛
〉
・
斬
罪
〈
乎
〉
一
等
減
〈
天
〉
。
遠
流
罪
〈
永
〉
治
賜
〈
布
〉
。
又
同
謀
從
者
豊
城
等
三
人
井
其
兄
弟
子
孫
等
。
從
二
遠
流
→

〈
倍
〉
賜
〈
波
久
止
〉
宣
天
皇
〈
我
〉
大
命
〈
乎
〉
衆
聞
食
〈
止
〉
宣
。
」

伴
宿
祢
身
自
〈
波
〉
不
し
爲
〈
志
天
〉
・
息
子
右
衛
門
佐
中
庸
等
〈
加
〉
爲
〈
奈
利
介
利
〉
・
錐
し
然
清
繩
恒
山
等
〈
加
〉
所
し
申
口

状
〈
乎
〉
以
〈
天
〉
・
中
庸
〈
加
〉
申
辞
〈
永
〉
蓼
験
〈
須
留
永
〉
・
伴
宿
祢
〈
乃
〉
初
所
二
争
言
一
〈
乃
〉
殺
人
〈
留
〉
事
既
知
二

熱
く
加
比
〉
御
坐
〈
須
〉
・
然
間
〈
永
〉
備
中
權
史
生
大
宅
鷹
取
告
言
〈
世
良
久
〉
。
①
大
納
言
伴
宿
祢
〈
乃
〉
所
爲
〈
奈
利
〉
・

髪
或
諸
人
等
又
並
レ
ロ
〈
天
〉
無
し
疑
〈
留
倍
久
〉
告
言
〈
己
止
〉
在
。
然
〈
止
毛
〉
件
事
〈
波
〉
世
〈
氷
毛
〉
不
レ
在
〈
止
〉
思

〈
保
之
〉
食
〈
天
那
毛
〉
月
日
〈
乎
〉
延
引
〈
都
々
〉
早
く
永
〉
罪
〈
那
倍
〉
不
し
賜
御
坐
〈
都
留
〉
・
而
今
勅
使
等
鞠
問
〈
志
天
〉

奏
〈
須
良
久
〉
・
初
問
伴
宿
祢
〈
永
〉
毎
し
事
固
争
〈
天
〉
不
二
承
伏
一
・
從
者
生
江
恒
山
。
伴
清
繩
等
〈
乎
〉
拷
訊
〈
留
永
〉
。
②

夕
〈
永
〉
。
應
天
門
井
左
右
模
等
。
不
慮
之
外
〈
永
〉
忽
然
嶢
蓋
〈
多
利
〉
・
因
し
弦
日
夜
無
し
間
〈
久
〉
憂
〈
礼
比
〉
念
〈
保
之
〉
８



応天門の変と「伴大納言絵巻」 ～記録と記憶の間～

天
皇
の
柏
原
御
陵
に
、
事
件
の
経
緯
と
解
決
が
報
告
さ
れ
た
。
二
九
日
に
は
朱
雀
門
に
て
大
祓
を
行
い
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
す
べ
て

（
Ｍ
）

が
終
焉
し
た
こ
と
が
内
外
に
表
明
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
の
解
決
過
程
に
は
、
先
学
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
不
自
然
な
点
が
見
ら
れ
る
。
三
月
一
○
日
に
起
き
た
応
天
門
の
火
災

が
、
人
為
的
な
所
作
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
、
放
火
で
あ
る
と
告
発
さ
れ
た
の
が
、
八
月
三
日
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
八
日
に
は
山
陵

使
が
、
文
徳
は
じ
め
諸
山
陵
に
派
遣
さ
れ
、
告
文
に
は
応
天
門
焼
失
が
明
記
さ
れ
る
も
の
の
、
背
景
に
つ
い
て
は
特
定
し
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
良
房
が
「
天
下
の
政
を
摂
行
」
し
た
直
後
に
、
事
態
は
終
結
を
見
て
、
五
人
の
犯
人
の
断
罪
と
八
名
の
連
座
が
確
定
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
の
は
伴
氏
・
紀
氏
で
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
事
件
の
主
犯
格
は
、
伴
中
庸
の
「
父
之
教
命
」

が
採
用
さ
れ
、
す
べ
て
の
責
任
は
伴
善
男
で
あ
る
と
名
指
し
さ
れ
た
。

一
喝
）

六
国
史
の
な
か
で
も
編
集
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
比
較
的
短
く
、
内
容
が
正
確
だ
と
評
さ
れ
る
「
三
代
実
録
」
の
正
文
で
は
、
事
件

の
首
謀
者
は
伴
善
男
だ
け
で
あ
り
、
以
上
の
よ
う
に
他
へ
の
言
及
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
「
三
代
実
録
」
に
は
、
ほ
か
に

も
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

記
述
を
残
し
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
俗
猴

（
二
）
記
録
の
不
協
和
音

正
史
と
し
て
の
『
三
代
実
録
」
は
、
応
天
門
の
炎
上
と
そ
の
後
の
政
治
疑
獄
事
件
に
つ
い
て
、
伴
善
男
父
子
と
そ
れ
に
連
な
る
伴
氏

や
紀
氏
の
み
が
放
火
犯
で
あ
り
、
当
時
の
世
情
不
安
を
煽
っ
た
と
断
罪
す
る
の
み
で
、
事
件
の
背
後
関
係
に
つ
い
て
は
固
く
口
を
閉
ざ

し
て
い
る
こ
と
は
先
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
三
代
実
録
」
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
で
、
興
味
深
い

（
肥
）

俗
に
い
う
伴
善
男
伝
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

，



と
あ
る
。
伴
善
男
と
左
大
臣
で
あ
っ
た
源
信
と
の
間
に
は
確
執
が
清
和
朝
当
初
か
ら
あ
っ
た
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
数
年
後
に
伴
善
男

は
源
信
が
反
逆
を
企
て
た
と
証
告
し
、
陥
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
。
し
か
し
、
伴
善
男
父
子
が
大
逆
罪
を
犯
し
て
、
つ
い
に
は
家
門
を

絶
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
積
悪
之
家
」
と
い
う
文
言
に
は
、
か
つ
て
「
積
善
」
の
家
を
標
傍
し
た
藤
原
氏
と

（
〃
）

の
対
比
が
感
じ
ら
れ
、
編
纂
当
時
の
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
掲
げ
る
源
信
発
伝
か
ら
類
推
す
る
に
、
源
信

の
失
脚
を
企
て
た
も
の
の
、
反
っ
て
自
ら
が
墓
穴
を
掘
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
今
回
の
応
天
門
の
事
件
に
関
わ
る
。
さ
ら
に
詳
し
い
経
緯

｛
鳩
〉

は
、
源
信
の
莞
伝
に
も
み
え
る
。

①
貞
観
六
年
冬
先
し
是
、
大
納
言
伴
宿
祢
善
男
与
二
大
臣
一
相
杵
、
漸
積
二
嫌
隙
一
・
至
レ
是
有
二
投
送
書
一
日
、
大
臣
臣
与
二
中
納
言

罪
一
、
父
子
自
絶
二
干
天
一
・
積
悪
之
家
、

く君、
削

略
…

（
略
）
貞
観
之
始
、
与
二
左
大
臣
源
朝
臣
信
一
有
し
隙
。
数
年
之
後
、
証
三
告
大
臣
謀
為
二
反
逆
｝
、
殆
欲
レ
陥
レ
害
。
其
後
犯
二
大
逆
之

ｌ

罪
一
、
父
子
自
絶
二
干
天
一
・
積
悪
之
家
、
必
有
二
餘
狭
一
、
蓋
斯
之
謂
欽
。

錐
し
似
二
奨
擢
一
・
實
奪
二
大
臣
之
威
勢
一
也
。
②
八
年
春
欲
し
遣
一
レ
使
園
二
守
大
臣
家
一
・
善
男
通
二
諮
右
大
臣
藤
原
朝
臣
良
相
一
所

’

し
行
也
。
干
し
時
太
政
大
臣
不
し
知
有
二
此
事
一
・
及
レ
至
二
發
聞
一
、
惜
然
失
し
色
。
即
便
奏
聞
、
探
二
認
事
由
一
・
帝
日
。
朕
曾
所
レ

向
様
一
・
左
馬
少
属
土
師
忠
道
爲
二
甲
斐
椛
橡
一
・
左
衛
門
府
生
日
下
部
遠
藤
爲
二
肥
後
權
大
目
一
・
皆
是
便
二
於
搬
レ
鞍
引
膨
弓
者
。

欲
し
爲
二
不
善
一
既
有
二
先
聞
一
。
今
飲
章
如
レ
此
・
可
レ
謂
其
反
有
し
端
突
。
至
二
子
七
年
春
一
、
以
二
大
臣
家
人
清
原
春
瀧
一
爲
二
日

源
朝
臣
融
、
右
衛
門
督
源
朝
臣
勤
等
一
、
兄
弟
同
謀
、
欲
し
作
一
反
逆
一
。
令
下
二
時
世
一
嗽
々
上
。
善
男
乘
レ
此
、
顯
言
日
、
大
臣

10
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傍
線
部
①
に
よ
る
と
、
貞
観
六
年
冬
以
前
に
、
対
立
し
て
い
た
伴
善
男
は
「
源
信
が
、
兄
弟
で
あ
る
源
融
や
源
勤
ら
と
謀
っ
て
、
反

逆
を
起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
投
書
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
に
近
か
っ
た
清
原
春
瀧
ら
が
左
遷
さ
れ
た
。
こ
れ
は
伴
善
男

が
「
大
臣
の
威
勢
を
奪
お
う
」
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

続
く
傍
線
部
②
は
、
今
回
の
応
天
門
炎
上
を
受
け
る
内
容
で
あ
る
。
源
信
の
邸
宅
が
包
囲
さ
れ
た
の
は
、
伴
善
男
と
右
大
臣
で
あ
っ

た
藤
原
良
相
の
所
業
で
あ
っ
た
。
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
良
房
は
、
ま
っ
た
く
こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
事
実
を
知
り
す
ぐ
に
、
清
和
天
皇

に
事
情
を
よ
く
掌
握
す
べ
き
だ
と
進
言
し
た
。
天
皇
も
寝
耳
に
水
だ
と
い
い
、
大
枝
音
人
と
藤
原
家
宗
を
勅
使
と
し
て
遣
わ
し
、
事
情

を
問
い
慰
め
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
窮
し
て
い
た
源
信
は
九
死
に
一
生
を
得
た
。
こ
れ
以
降
源
信
は
、
自
邸
の
門
を
固
く
閉
ざ
し
て
、
世

俗
か
ら
一
線
を
画
し
た
。
失
意
の
な
か
、
貞
観
十
年
落
馬
に
よ
っ
て
命
を
落
と
し
た
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
納
言
伴
善
男
と
左
大
臣
源
信
、
さ
ら
に
右
大
臣
藤
原
良
相
の
確
執
は
周
知
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
『
三
代

実
録
」
は
な
ぜ
、
閏
三
月
の
応
天
門
の
炎
上
か
ら
、
源
信
と
の
確
執
や
善
男
に
よ
る
源
信
の
認
告
騒
動
な
ど
、
善
男
が
告
発
さ
れ
る
八

月
以
前
の
動
向
が
、
応
天
門
の
事
件
に
か
か
わ
る
一
連
の
記
事
か
ら
省
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
は
、

不
し
聞
也
。
髪
勅
遣
二
参
議
右
大
弁
大
枝
朝
臣
音
人
、
左
中
弁
藤
原
朝
臣
家
宗
等
一
、
前
後
慰
諭
。
中
使
相
側
。
大
臣
始
則
危
擢

在
し
心
。
救
伽
無
し
計
。
及
レ
蒙
二
勅
慰
一
・
死
灰
更
燃
、
虎
口
既
免
。
大
臣
献
二
家
中
所
有
駿
馬
十
二
疋
、
井
賓
從
冊
餘
人
一
、

以
示
三
軍
子
孤
猫
無
二
復
勢
援
一
焉
。
朝
廷
不
し
受
。
皆
悉
返
し
之
。
③
大
臣
自
後
杜
し
門
、
不
二
肯
諏
出
一
。
（
後
略
）

｛
卿
）

紀
夏
井
伝
で
あ
る
。
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傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
応
天
門
に
放
火
し
た
の
は
中
庸
で
、
そ
の
所
業
を
父
親
で
あ
る
善
男
は
知
っ
て
い
て
、
坐
し
て
流
さ
れ
た
こ
と

が
み
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
主
犯
Ⅱ
実
行
犯
は
伴
中
庸
で
あ
り
、
善
男
自
体
は
そ
れ
に
連
座
し
た
形
で
事
件
に
関

わ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
、
先
述
し
た
「
父
の
教
命
」
に
よ
っ
て
行
動
し
た
の
と
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。
さ
ら

に
、
中
庸
の
子
ど
も
た
ち
が
幼
く
て
、
父
親
の
配
所
へ
共
に
落
ち
て
行
く
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
、
二
人
の
幼
児
に
は
都
へ
の
召
還
を

（
釦
）

赦
し
て
い
る
温
情
を
み
る
と
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
三
代
実
録
』
の
歯
切
れ
の
悪
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
正
確
で
あ
る
と

さ
れ
る
正
史
の
記
録
に
は
、
正
文
と
異
伝
と
の
間
に
若
干
の
齪
嬬
が
見
ら
れ
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
す
っ
き
り
と
し
な
い
歯
切
れ
の
悪

さ
を
残
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
善
男
と
信
と
の
確
執
や
善
男
に
よ
る
信
の
証
告
、
善
男
が
主
犯
で
は
な
く
中
庸
の
罪
に
連
座
し
た
と

い
う
記
述
な
ど
は
、
正
史
の
正
文
が
記
述
し
な
か
っ
た
「
記
録
の
不
協
和
音
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
作
為
を
感
じ
る
の
は
私
だ

（
訓
）

こ
の
事
件
の
後
十
一
月
十
七
日
に
皇
太
后
で
あ
る
明
子
が
東
宮
よ
り
常
寧
殿
へ
移
り
、
十
二
月
に
入
る
と
清
和
天
皇
の
手
勅
で
藤
原

（
鍵
）

基
経
を
従
三
位
と
し
、
中
納
言
に
任
じ
て
い
る
。
同
日
に
は
、
藤
原
良
相
の
左
近
衛
大
将
の
辞
職
上
表
が
な
さ
れ
、
こ
れ
は
十
三
日
に

（
鍾
）

裁
可
さ
れ
て
い
る
。
事
件
に
よ
っ
て
廟
堂
の
人
事
が
大
幅
に
塗
り
替
え
ら
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
年
も
押
し
迫
っ
た
二
十
七
日
に

（
割
）

は
、
良
房
養
女
の
高
子
が
清
和
に
入
内
し
、
女
御
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
で
詳
述
し
た
い
。

け
で
は
あ
る
ま
い
。

善
男
坐
。
以
二
男
中
庸
行
し
火
焼
Ｆ
之
。
父
善
男
応
し
知
し
之
焉
。

被
し
処
二
遠
流
→
。
（
後
略
）

（
前
略
）
有
二
異
母
弟
豊
城
一
・
夏
井
以
一
→
其
放
誕
一
、
数
加
二
督
責
一
・
。
豊
城
苦
し
之
、
遂
託
二
身
大
納
言
伴
宿
祢
善
男
一
・
応
天
門
火
、

豊
城
為
二
善
男
之
従
一
。
夏
井
為
二
豊
城
之
兄
一
、
、
韓
相
縁
坐
、
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応天門の変と「伴大納言絵巻」 ～記録と記憶の間～

以
上
、
正
史
で
あ
る
「
三
代
実
録
」
を
検
討
し
た
結
果
、
「
三
代
実
録
」
の
事
件
に
関
す
る
正
文
に
は
、
応
天
門
の
焼
失
は
伴
善
男

の
放
火
で
あ
る
告
発
に
沿
っ
て
善
男
と
そ
の
子
息
中
庸
、
そ
し
て
関
連
者
の
断
罪
の
み
記
載
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
伴
善
男
伝
や
源

信
伝
、
紀
夏
井
伝
な
ど
正
文
と
異
な
る
記
述
に
は
、
別
の
様
相
が
伺
い
知
ら
れ
、
『
三
代
実
録
」
の
語
ら
な
い
諸
事
情
が
存
在
し
た
こ

と
を
匂
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

次
に
、
そ
の
諸
事
情
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
後
世
の
人
々
の
こ
の
事
件
に
関
す
る
記
憶
を
、
他
の
資
料
か
ら
辿
っ
て
み
た
い
。

（
一
）
「
大
鏡
裏
書
」
に
見
え
る
も
う
一
つ
の
事
実

（
笛
）

今
日
、
「
大
鏡
裏
書
」
と
さ
れ
る
記
事
の
な
か
に
、
本
事
件
に
関
係
す
る
興
味
深
い
記
事
が
み
え
る
。

二
人
々
の
記
憶
の
中
の
応
天
門
の
変

四
品
惟
喬
親
王
東
宮
靜
事

文
徳
天
皇
第
一
皇
子
母
從
四
位
下
紀
靜
子
正
四
位
下
名
虎
女

嘉
祥
三
年
十
一
月
汁
五
日
戊
戌
、
惟
仁
親
王
爲
二
皇
太
子
一
・
誕
生
之
後
九
ヶ
月
也
。
先
是
有
二
童
謡
一
云
、
「
大
枝
〈
於
〉
超
〈
天
〉

奔
超
〈
天
〉
騰
躍
〈
土
那
加
留
〉
超
〈
天
〉
我
〈
那
〉
護
〈
毛
留
〉
田
〈
仁
耶
〉
捜
〈
阿
佐
留
〉
食
〈
母
〉
志
岐
〈
那
〉
雌
雄

識
者
以
爲
、
大
枝
謂
二
大
兄
一
也
。

日
超
一
｝
三
兄
］
而
立
、
故
有
二
此
三
超

〈
伊
〉
志
岐
〈
耶
〉
」

是
時
文
徳
有
二
四
皇
子
一
・
第
一
惟
喬
、
第
二
惟
條
、
第
三
惟
彦
、
第
四
惟
仁
。
惟
仁
天
意
若

崔
之
誰
一
焉
・
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記
事
か
ら
も
わ
か
る
。

こ
れ
は
、
先
述
の

文
徳
天
皇
に
は
、
臣
籍
降
下
さ
せ
な
か
っ
た
皇
子
が
五
名
い
た
。
紀
静
子
（
更
衣
）
の
生
ん
だ
惟
喬
親
王
、
惟
條
親
王
、
滋
野
奥
子

（
猫
）

（
宮
人
）
の
惟
彦
親
王
、
そ
し
て
藤
原
明
子
（
女
御
）
の
生
ん
だ
惟
仁
親
王
、
藤
原
今
子
（
宮
人
）
の
惟
恒
親
王
で
あ
る
。
八
五
○
年

三
月
、
文
徳
天
皇
の
即
位
時
に
生
ま
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
う
ち
四
名
で
あ
り
、
即
位
に
伴
う
東
宮
選
定
の
際
に
立
て
ら
れ
た
の
は
、

傍
線
部
の
よ
う
に
惟
喬
・
惟
條
・
惟
彦
を
飛
び
越
え
て
一
番
年
少
で
あ
っ
た
惟
仁
親
王
で
、
生
後
九
か
月
で
あ
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と

も
注
目
さ
れ
て
い
た
惟
喬
親
王
は
、
第
一
皇
子
で
こ
の
と
き
数
え
七
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
太
子
に
疑
問
や
不
満
を
持
つ
人
が
い
た
こ

と
は
、
「
三
超
之
謡
」
と
呼
ば
れ
た
童
謡
が
広
く
う
た
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
容
易
に
察
し
が
つ
く
。
文
徳
天
皇
の
後
継
者
問
題
、

い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
文
徳
」
が
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
こ
れ
に
対
す
る
文
徳
の
考
え
や
周
囲
の
雑
音
が
次
の

太
子
績
位
後
應
天
門
有
し
火
。
③
良
相
右
大
臣
伴
大
納
言
計
謀
欲
し
退
弐
信
左
大
臣
一
、
共
蓼
一
陣
座
・
時
後
太
政
大
臣
、
爲
二
近

衞
中
將
兼
参
議
一
・
良
相
大
臣
急
召
之
、
仰
云
、
「
應
天
門
失
火
、
左
大
臣
所
爲
也
。
急
就
レ
第
召
之
」
。
中
將
對
云
、
「
太
政
大
臣

若
無
し
罪
、
亦
不
レ
可
レ
立
二
他
人
一
・
臣
不
レ
敢
一
奉
詔
一
」
。

欲
三
先
暫
立
二
惟
喬
親
王
一
。
而
太
子
長
壯
時
、
還
繼
二
洪
基
一
。
其

發
。
太
政
大
臣
憂
云
、
「
欲
下
使
二
太
子
］
辞
讓
上
」
。
是
時
藤
原
三

菱
帝
召
二
信
大
臣
一
清
談
良
久
、
乃
命
下
以
立
二
惟
喬
親
王
一
之
趣
上
。

二
洪
基
一
。
其

之
趣
上
。

承
平
元
年
九
月
四
日
夕
、
参
議
實
頼
朝
臣
來
也
。
談
及
一
古
事
一
陳
云
、
「
①
文
徳
天
皇
最
愛
惟
喬
親
王
。
千
時
太
子
幼
沖
。
帝

（
”
）

「
大
鏡
裏
書
』
の
一
部
で
あ
る
が
、
今
日
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
「
吏
部
王
記
」
の
逸
文
で
も
あ
る
。

時
先
太
政
大
臣
仰
日
、
「
太
子
祖
父
爲
一
朝
重
臣
一
」
。
帝
偉
未
し

是
時
藤
原
三
仁
善
二
天
文
一
諌
二
大
臣
一
日
、
「
懸
象
無
愛
事
、
必
不
レ
遂
焉
」
。

信
大
臣
奏
云
、
「
②
太
子
若
有
レ
罪
須
レ
嬢
。
鮎
更
不
二
還
立
一
・

帝
甚
不
レ
悦
・
事
遂
無
し
鍵
無
し
幾
帝
崩
。
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～記録と記憶の間～応天門の変と「伴大納言絵巻」

（
麹
）

こ
れ
は
、
承
平
元
（
九
三
四
）
年
九
月
四
日
に
、
重
明
親
王
の
も
と
を
訪
ね
た
参
議
藤
原
実
頼
が
、
父
親
で
あ
る
忠
平
か
ら
聞
い
た
古

事
（
傍
線
部
⑥
）
と
し
て
、
語
っ
た
こ
と
を
重
明
親
王
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
徳
天
皇
の
皇
位
継
承
計
画
は
、

ま
だ
幼
い
皇
太
子
惟
仁
親
王
を
飛
ば
し
て
最
愛
の
息
子
で
あ
る
惟
喬
親
王
に
皇
位
を
譲
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
皇

太
子
が
成
人
す
る
ま
で
と
い
う
期
限
付
き
で
は
あ
る
が
、
文
徳
は
何
と
し
て
も
惟
喬
に
譲
位
し
た
い
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
（
傍
線
部

①
）
。
だ
が
、
先
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
藤
原
良
房
は
皇
太
子
惟
仁
の
祖
父
で
あ
り
、
朝
廷
の
重
臣
で
あ
っ
た
た
め
に
、
文
徳
天
皇
は

憧
っ
て
実
行
に
移
せ
な
い
で
い
た
。
天
文
に
通
じ
て
い
た
藤
原
三
仁
は
「
文
徳
天
皇
の
意
志
は
遂
げ
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
も
の
の
、

良
房
は
外
孫
惟
仁
の
行
く
末
に
不
安
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

文
徳
天
皇
は
、
歓
談
し
た
源
信
に
惟
喬
立
太
子
を
命
ず
る
が
、
信
は
道
理
を
説
い
て
不
服
従
だ
っ
た
（
傍
線
部
②
）
。
文
徳
は
不
満

に
思
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
数
年
後
に
亡
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
皇
太
子
惟
仁
が
即
位
し
て
清
和
天
皇
と
な
っ
た
。
数
年
後
、
応
天
門

が
炎
上
し
た
際
に
、
右
大
臣
藤
原
良
相
と
大
納
言
伴
善
男
は
共
謀
し
て
、
左
大
臣
で
あ
っ
た
源
信
を
陥
れ
よ
う
と
（
傍
線
部
③
）
、
近

衛
中
将
と
参
議
を
兼
務
し
て
い
た
藤
原
基
経
に
源
信
の
召
喚
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
基
経
は
機
転
を
利
か
せ
て
、
父
で
あ
る
藤
原
良
房

に
、
「
職
曹
司
」
に
て
（
傍
線
部
④
）
事
態
を
報
告
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
良
房
は
清
和
天
皇
に
、
源
信
は
「
陛
下
大
功
之
臣
」
（
傍

知
之
欺
。
」
良
相
大
臣
云
「
太
政
大
臣
偏
信
二
佛
法
｜
、
必
不
レ
知
二
行
如
レ
此
事
一
・
」
中
將
則
知
下
太
政
大
臣
不
二
預
知
一
之
由
上
報
云
、

ｌ

「
事
是
非
し
輕
。
不
し
蒙
｜
太
政
大
臣
虚
分
一
、
難
二
諏
承
行
一
・
」
遂
辞
出
到
｜
④
職
曹
司
→
令
レ
諮
一
→
太
政
大
臣
一
・
大
臣
驚
令
レ
人
奏

日
、
「
⑤
左
大
臣
是
陛
下
之
大
功
之
臣
也
。
今
不
レ
知
其
罪
一
忽
被
し
戦
未
レ
審
。
因
二
何
事
一
・
若
左
大
臣
必
可
二
見
謙
一
、
老
臣
先

伏
し
罪
。
」
帝
初
不
し
知
。
聞
大
驚
粧
報
詔
、
以
二
不
し
知
之
由
一
・
於
レ
是
事
遂
定
臭
。
永
後
太
政
大
臣
莞
。
清
和
天
皇
爲
レ
之
碁
中

不
し
塁
し
樂
也
。
⑥
此
等
事
、
皆
左
相
公
所
し
語
也
。
」
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線
部
⑤
）
で
あ
る
の
で
、
処
罰
し
て
は
な
ら
な
い
と
進
言
し
、
信
は
赦
免
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
一
連
の
内
容
か
ら
、
応
天
門
の
変
か
ら
七
十
年
後
に
お
け
る
人
々
の
記
憶
が
浮
き
彫
り
に
で
き
よ
う
。
右
大
臣
藤
原
良
相
と

大
納
言
伴
善
男
が
結
託
し
て
、
左
大
臣
源
信
を
冤
罪
に
問
お
う
と
し
た
こ
と
。
良
相
が
、
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
良
房
を
通
さ
ず
に
、
強

制
的
に
権
力
行
使
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
。
基
経
の
機
転
と
良
房
の
暗
躍
は
、
源
信
を
救
済
す
る
こ
と
で
、
権
勢

を
伸
長
し
つ
つ
あ
る
良
相
ら
を
牽
制
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
清
和
の
後
宮
で
も
、
八
六
四
年
に
清
和
の
元
服
の
際
に
添

臥
と
し
て
入
内
し
た
良
相
の
娘
多
美
子
は
、
清
和
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
、
こ
の
年
の
三
月
に
正
三
位
ま
で
昇
叙
し
た
ば
か
り
で
あ
つ

（
”
）
（
鋤
）

た
。
姉
の
多
賀
幾
子
も
文
徳
女
御
と
し
て
入
内
し
て
お
り
、
良
相
は
文
徳
ｌ
清
和
の
二
代
に
わ
た
っ
て
娘
を
後
宮
に
送
り
込
む
こ
と
に

（
別
）

成
功
し
て
い
た
。
一
方
、
良
房
は
清
和
の
後
宮
に
入
れ
る
娘
が
な
く
、
基
経
と
高
子
を
養
子
と
し
て
迎
い
入
れ
た
も
の
の
、
高
子
は
醜

（
蛇
）

聞
が
あ
り
、
入
内
に
ま
で
漕
ぎ
着
け
て
い
な
い
有
様
だ
っ
た
。
良
相
の
「
太
政
大
臣
偏
信
佛
法
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
か
ら
は
、
良
房

に
対
す
る
多
少
の
侮
蔑
を
感
じ
ら
れ
、
良
房
と
良
相
の
亀
裂
も
相
当
深
か
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

さ
ら
に
、
注
目
し
た
い
の
は
「
陛
下
大
功
之
臣
」
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
述
し
た
傍
線
部
②
の
、
文
徳
天
皇
が
惟
喬
親
王

へ
先
に
譲
位
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
源
信
の
阻
止
に
逢
っ
て
、
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
源
信
の
真
意
が
ど
こ
に

あ
っ
た
に
せ
よ
、
彼
に
よ
る
惟
喬
立
太
子
の
阻
止
を
良
房
以
来
、
恩
義
に
感
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
が
「
職
曹
司
」
に
良
房
の
直
瞳
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
【
図
１
】
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
と
、
「
職
御

曹
司
」
は
内
裏
の
東
、
後
宮
か
ら
は
嘉
陽
門
を
出
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
職
」
と
は
中
宮
職
あ
る
い
は
皇
后
職
の
家
政
機
関
が
置
か
れ

（
漣
）

た
役
所
の
こ
と
で
あ
り
、
当
該
期
に
は
そ
の
両
者
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
皇
太
后
宮
職
で
あ
っ
た
こ
と

〈
鈍
）

に
な
る
。
当
時
の
皇
太
后
は
清
和
生
母
の
藤
原
明
子
で
あ
る
。
母
后
と
い
わ
ゆ
る
摂
政
・
関
白
の
誕
生
が
「
職
曹
司
」
で
の
出
会
い
に

あ
っ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
「
天
下
の
政
を
摂
行
」
す
べ
き
太
政
大
臣
良
房
の
執
務
空
間
と
し
て
の
直
臓
が
、
彼
の
実
娘
で
あ
っ
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図2平安京内璽図
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平
安
初
期
に
嵯
峨
上
皇
が
内
裏
を
退
出
し
、
嵯
峨
院
に
移
居
し
て
以
降
、
太
上
天
皇
が
宮
外
へ
退
去
す
る
際
に
は
、
天
皇
の
生
母
で

（
弱
）

あ
っ
て
も
キ
サ
キ
は
す
べ
て
宮
内
か
ら
宮
外
へ
退
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
裏
は
初
め
て
天
皇
一
人
の
空
間

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
応
天
門
の
変
後
、
清
和
は
成
人
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
母
で
あ
る
皇
太
后
明
子
が
宮

内
（
常
寧
殿
）
に
入
り
、
居
住
を
復
活
さ
せ
た
。
常
寧
殿
は
、
【
図
２
】
に
見
え
る
よ
う
に
、
後
宮
の
中
心
殿
舎
で
あ
る
。
こ
こ
に
母

后
明
子
が
再
入
内
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
後
宮
の
支
配
統
括
権
が
母
后
に
掌
握
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
キ
サ
キ
の
居
住
形
態

（
弱
）

が
大
き
く
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
明
子
の
内
裏
復
帰
に
よ
っ
て
、
新
た
な
清
和
の
妃
選
び
が
行
わ
れ
た
結
果
、

高
子
が
入
内
す
る
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
高
子
は
、
良
房
の
兄
長
良
の
娘
で
、
兄
の
基
経
と
共
に
良
房
の
養
子
と
な
っ
て
い

（
”
）

た
。
年
頃
に
は
五
条
に
あ
っ
た
藤
原
順
子
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
そ
の
後
移
さ
れ
て
い
る
。
順
子
は
仁
明
天
皇
の
女
御

で
、
高
子
に
と
っ
て
は
父
方
の
伯
母
に
当
た
る
。
「
伊
勢
物
語
」
に
「
（
前
略
）
ほ
か
に
か
く
れ
た
り
。
あ
り
所
は
聞
け
ど
、
人
の
い
き

通
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
」
と
み
え
、
人
の
行
け
る
場
所
で
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
後
段
に
「
い
と
こ
の
女
御
の
御
も

（
銘
〉

と
に
、
仕
う
ま
つ
る
よ
う
に
て
い
い
た
ま
へ
り
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
徳
女
御
で
あ
っ
た
明
子
の
も
と
に
出
仕
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
と
関
連
し
て
い
よ
う
。
【
図
３
－
に
あ
る
よ
う
に
、
高
子
と
明
子
は
本
来
従
姉
妹
に
当
た
る
が
、
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
義
理
の

姉
妹
に
も
な
っ
た
。
高
子
が
順
子
や
明
子
の
監
督
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
清
和
の
妃
が
ね
と
し
て
養
育
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
高
子
の
入
内
は
、
こ
の
よ
う
な
明
子
の
内
裏
復
帰
を
前
提
と
し
て
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず

に
、
母
后
が
天
皇
と
内
裏
内
で
居
住
す
る
ケ
ー
ス
は
、
明
子
を
噴
矢
と
し
て
内
裏
内
の
権
力
構
造
に
影
響
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
応
天
門
の
変
が
、
天
皇
・
母
后
・
摂
関
な
ど
の
関
係
性
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
、
評
価
し
な
く

創
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
皇
太
后
明
子
の
家
政
機
関
が
置
か
れ
た
職
御
曹
司
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
こ
そ
、
幼
帝
清
和
を
輔
弼
す
べ
き
態
勢
と
し
て
清
和
朝
に
肥



応天門の変と「伴大納言絵巻」 ～記録と記憶の間～

図3天皇家・藤原氏関係系図
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清
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惟
喬
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成

さ
て
、
承
平
元
年
の
九
月
の
夕
べ
に
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
が
話
題
に
な
っ
た
の
は
理
由
が
あ
る
。
こ
の
年
の
七
月

（
”
）

に
宇
多
太
上
天
皇
が
仁
和
寺
に
て
没
し
た
。
こ
の
会
話
が

重
明
親
王
の
日
記
に
記
さ
れ
た
二
日
後
の
六
日
に
は
、
字

（
側
）

多
の
火
葬
が
行
わ
れ
る
運
び
で
あ
っ
た
。
朝
廷
に
隠
然
た

る
勢
力
を
持
っ
て
い
た
宇
多
太
上
天
皇
の
死
没
は
、
前
年

（
似
）

に
没
し
た
醍
醐
太
上
天
皇
に
続
く
衝
撃
で
あ
っ
た
。
醍
醐

天
皇
は
亡
く
な
る
一
週
間
前
の
九
月
二
二
日
に
、
八
歳
の

朱
雀
天
皇
に
譲
位
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
藤

原
忠
平
が
政
を
摂
行
し
、
藤
原
実
頼
は
蔵
人
頭
に
任
じ
ら

（
枢
〉

れ
た
。
宇
多
・
醍
醐
と
い
う
後
見
が
な
く
な
り
、
幼
帝
が

摂
関
忠
平
に
補
佐
さ
れ
る
態
勢
は
、
清
和
朝
と
類
似
し
て

お
り
、
当
時
で
も
そ
う
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ

の
よ
う
な
話
題
が
、
宇
多
太
上
天
皇
の
火
葬
を
前
に
、

「
古
事
」
と
し
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
記
事
か
ら
、
応
天
門
の
変
か
ら
七
○
年
後
に
、

て
は
な
ら
な
い
。
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当
該
者
の
子
孫
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
事
件
を
記
憶
し
、
語
り
継
い
で
い
た
か
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
良
相
と
伴
善
男
の
結
託
に
よ

る
源
信
の
追
い
落
と
し
陰
謀
や
、
良
相
と
良
房
・
基
経
父
子
と
の
間
に
横
た
わ
る
溝
、
さ
ら
に
、
良
房
と
清
和
天
皇
が
源
信
の
窮
地
を

救
っ
た
理
由
な
ど
、
正
史
で
あ
る
「
三
代
実
録
」
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
、
或
い
は
で
き
な
か
っ
た
事
件
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
が
、
人
々
の
脳
裏
に
記
憶
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
く
様
相
を
『
吏
部
王
記
」
逸
文
か
ら
看
取
で
き

ヲ
（
や
０

（
二
）
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
と
「
宇
治
拾
遺
物
語
」

今
日
、
東
京
の
出
光
美
術
館
が
所
蔵
す
る
国
宝
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
は
、
十
二
世
紀
後
半
に
、
後
白
河
院
の
周
辺
で
作
成
さ
れ
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
後
白
河
院
の
絵
巻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
宝
蔵
絵
」
の
傑
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
宝
蔵
と
は
、
平

清
盛
が
造
営
・
寄
贈
し
た
蓮
華
王
院
の
一
角
に
あ
っ
た
宝
蔵
の
こ
と
で
、
こ
こ
に
は
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
「
鳥
獣
人
物
戯
画
」
「
信
貴
山

縁
起
絵
巻
』
「
年
中
行
事
絵
巻
』
悪
獄
草
子
」
な
ど
多
種
多
様
な
モ
チ
ー
フ
を
扱
っ
た
優
れ
た
絵
巻
が
収
集
、
製
作
・
所
蔵
さ
れ
て
い

縁
起
絵
巻
』
「
年
中
行

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
は
現
存
は
三
巻
（
上
・
中
・
下
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
十
七
世
紀
に
大
老
で
あ
っ
た
酒
井
忠
勝
に
よ
っ
て
切
断
・

改
装
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
、
宝
蔵
か
ら
流
失
し
た
こ
の
絵
巻
は
、
十
五
世
紀
に
は
若
狭
国
松
永
庄
新
八
幡
宮
に
伝
来
し

た
が
、
十
七
世
紀
に
入
っ
て
若
狭
国
小
浜
藩
の
藩
主
で
あ
っ
た
酒
井
忠
勝
が
所
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
二
十
世
紀
（
昭
和
五
○
年
代
）

（
躯
）

に
な
っ
て
酒
井
家
よ
り
出
光
美
術
館
へ
渡
っ
た
。

絵
巻
の
現
状
は
【
図
４
】
の
よ
う
で
あ
る
。
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（
１
）
庭
に
佇
む
後
姿
の
人
物
は
誰
か
？

（
２
）
清
涼
殿
の
広
庇
に
坐
す
る
人
物
は
誰
か
？

（
３
）
清
涼
殿
で
清
和
天
皇
と
語
ら
う
人
物
は
誰
か
？

（
幅
）

こ
れ
に
関
し
て
は
、
多
様
な
説
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
た
だ
、
一
つ
言
え
る
の
は
、
十
二
世
紀
に
こ
の
絵
巻

が
作
ら
れ
た
当
時
、
「
謎
の
人
物
」
は
謎
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
該
期
の
人
々
は
、
絵
巻
を
見
て
、
あ
る
い
は
詞
書

を
見
な
が
ら
、
そ
の
人
物
が
誰
な
の
か
わ
か
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
々
の
記
憶
が
、
特
定
の
人
物
と
絵
巻
の
「
謎
の
人

物
」
を
む
す
び
つ
け
、
私
た
ち
が
今
日
抱
く
「
謎
」
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
絵
巻
の
一
部
の
人
物
ら
し
き
も
の
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
痕
跡
も
見
え
る
。
中
巻
の
第
三
紙
に
は
赦
免
使
と
思
し
き
人
物
が

切
り
取
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
一
五
紙
の
最
後
に
も
噂
を
す
る
人
々
の
と
そ
の
噂
を
伝
え
よ
う
と
す
る
水
干
の
童
の
先
も
切
り
取

ら
れ
た
跡
が
あ
る
。
水
干
の
童
か
ら
報
告
を
受
け
る
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

絵
巻
全
体
を
見
渡
し
て
、
上
巻
に
詞
書
が
抜
け
て
い
る
こ
と
や
、
各
所
に
切
り
取
ら
れ
た
跡
や
、
紙
の
不
自
然
な
継
接
ぎ
な
ど
が
み

ら
れ
る
。

多
く
の
人
を
魅
了
す
る
こ
の
絵
巻
に
は
、
多
く
の
謎
が
あ
る
。
例
え
ば
、
最
大
の
争
点
と
し
て
、
絵
巻
の
「
謎
の
人
物
」
論
が
挙
げ
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応天門の変と「伴大納言絵巻」 ～記録と記憶の間～

（
中
巻
）
（
下
巻
）
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
巻
十
第
一
話
と
ほ
ぼ
同
文

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
詞
書
と
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
か
ら
十
二
世
紀
後
半
の
人
々
の
記
憶
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

上
述
し
た
よ
う
に
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
詞
書
と
宇
治
拾
遺
物
語
の
関
係
が
近
い
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
現
存
す
る
上
巻

に
は
詞
書
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
伝
来
の
過
程
で
欠
落
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
続
く
中
巻
と
下
巻
に
は
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
巻
十

第
一
話
と
ほ
ぼ
同
文
と
言
っ
て
も
い
え
る
類
似
し
た
詞
書
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
先
学
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
上

巻
に
も
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
と
同
内
容
の
詞
書
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
煩
雑
に
な
る
が
、
両
者
を
対
照
さ
せ
て
み
て
い
き
た
い
。

「
伴
大
納
言
絵
巻
」
詞
書
に
欠
け
て
い
る
上
巻
の
部
分
を
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
か
ら
推
測
し
て
み
よ
う
。
該
当
す
る
箇
所
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

ら
れ
、
絵
巻
が
制
作
さ
れ
た
十
二
世
紀
後
半
以
降
の
伝
来
の
過
程
で
故
意
や
事
故
に
よ
る
喪
失
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
た

だ
、
念
頭
に
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
今
日
「
謎
」
と
さ
れ
る
論
争
点
の
多
く
が
、
製
作
時
点
で
は
「
謎
」
で
は
な

く
、
衆
目
が
理
解
で
き
納
得
す
る
内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絵
画
自
体
の
よ
り
詳
細
な
分
析
は
、
美
術
史
家
に
譲
る
こ
と

に
し
て
、
次
に
詞
書
の
内
容
に
注
目
し
て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

現
存
す
る
詞
書
に
つ
い
て
は
、

（
上
巻
）
な
し

今
は
昔
、
①
水
の
尾
の

納
言
、
「
③
こ
れ
は
信
の
大
臣
の
し
わ
ざ
な
り
」
と
、
お
ほ
や
け
に
申
け
れ
ば
、
そ
の
大
臣
を
罪
せ
ん
と
せ
さ
せ
給
う
け
る
に
、

御
門
の
御
時
に
、
應
天
門
や
け
ぬ
。
②
人
の
っ
け
た
る
に
な
ん
あ
り
け
る
。
そ
れ
を
、
伴
善
男
と
い
ふ
大

先
学
の
検
証
に
よ
っ
て
、
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傍
線
部
①
に
「
水
の
尾
の
御
門
の
御
時
」
と
あ
る
よ
う
に
、
清
和
朝
の
出
来
事
で
あ
る
。

こ
の
内
容
は
、
先
述
し
た
「
三
代
実
録
』
の
伴
善
男
伝
の
一
部
と
合
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
伴
善
男
が
放
火
（
傍
線
部
②
）
は
、
左

大
臣
で
あ
る
源
信
の
仕
業
と
証
告
し
（
傍
線
部
③
）
、
謹
言
を
信
じ
た
清
和
天
皇
の
怒
り
に
触
れ
そ
う
に
な
る
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
こ
の
箇
所
が
、
史
実
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
政
界

（
価
）

か
ら
距
離
を
置
い
て
隠
居
し
て
い
た
良
房
が
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
政
局
に
復
帰
し
た
こ
と
（
傍
線
部
④
）
や
、
清
和
天
皇
が
良
房
の

言
（
傍
線
部
⑤
）
に
一
理
あ
り
と
理
解
を
示
し
た
こ
と
（
傍
線
部
⑥
）
も
、
「
三
代
実
録
」
で
良
房
に
勅
で
天
下
の
政
を
摂
行
さ
せ
た

こ
と
や
、
『
吏
部
王
記
」
逸
文
で
基
経
の
機
転
で
こ
と
が
良
房
の
知
る
と
こ
ろ
に
な
っ
た
こ
と
や
、
良
房
の
説
得
に
清
和
が
同
意
す
る

こ
と
に
符
合
す
る
。
一
方
で
、
傍
線
部
⑦
の
よ
う
に
、
源
信
の
処
分
が
撤
回
さ
れ
た
こ
と
は
、
『
三
代
実
録
」
に
記
述
が
み
ら
れ
な
い

の
は
、
編
纂
者
か
ら
見
れ
ば
、
削
除
に
価
す
る
箇
所
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
、
中
巻
に
該
当
す
る
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
を
み
て
み
よ
う
。

と
、
⑤
申
人
の
謹
言
に
も
侍
ら
ん
。
大

て
、
ま
こ
と
、
空
事
あ
ら
は
し
て
、
お
｝

さ
せ
給
に
、
一
定
も
な
き
こ
と
な
れ
ば
、

る
。

大

④
忠
仁
公
、
世
の
政
は
御
お
と
う
と
の
西
三
條
の
右
大
臣
に
ゆ
づ
り
て
、
白
川
に
こ
も
り
ゐ
給
へ
る
時
に
て
、
此
事
を
聞
き
お
ど

ろ
き
給
て
、
御
烏
帽
子
直
垂
な
が
ら
、
移
の
馬
に
乘
給
て
、
乗
な
が
ら
北
の
陣
ま
で
お
は
し
て
、
御
前
に
参
り
給
て
、
「
こ
の
こ

事
に
な
さ
せ
給
事
、
い

お
こ
な
は
せ
給
べ
き
な
り
」 い

⑦
「
ゆ
る
し
給
よ
し
仰
よ
」
と
あ
る
宣
旨
う
け
た
ま
は
り
て
ぞ
、
大
臣
は
か
へ
り
給
け

と
こ
と
や
う
の
こ
と
な
り
。
か
、
る
事
は
、
返
々
よ
く
た
ず
し

と
奏
し
給
け
れ
ば
、
⑥
ま
こ
と
に
も
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
た
ず
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①
左
の
大
臣
は
、
す
ぐ
し
た
る
事
も
な
き
に
、
か
ゞ
る
よ
こ
ざ
ま
の
罪
に
あ
た
る
を
、
お
ぼ
し
な
げ
き
て
、
日
の
装
束
し
て
、
庭

せ
ま
う
で
け
れ
ば
、
い
そ
ぎ
罪
せ
ら
る
魯
使
ぞ
と
心
得
て
、
ひ
と
家
な
き
の

ば
、
又
、
よ
ろ
こ
び
泣
き
お
び
た
、
し
か
り
け
り
。
ゆ
る
さ
れ
給
に
け
れ
ど
、

る
、
者
有
。
あ
や
し
く
て
見
れ
ば
伴
大
納
言
也
。
次
に
子
な
る
人
お
る
。
又
つ
ぎ
に
、
雑
色
と
よ
清
と
云
者
お
る
。
何
わ
ざ
し

て
、
お
る
魁
に
か
あ
ら
ん
と
、
露
心
も
得
で
み
る
に
、
こ
の
三
人
お
り
は
つ
る
ま
勘
に
、
走
る
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
南
の
朱
雀
門

ざ
ま
に
走
て
い
ぬ
れ
ば
此
舍
人
も
家
ざ
ま
に
行
程
に
、
二
條
堀
川
の
ほ
ど
行
に
、
「
大
内
の
か
た
に
火
あ
り
」
と
て
、
大
路
の
域

し
る
。
み
か
へ
り
て
み
れ
ば
、
内
裏
の
方
と
み
ゆ
。
走
り
歸
た
れ
ば
、
應
天
門
の
な
か
ら
ば
か
り
、
燃
え
た
る
な
り
け
り
。
こ
の

あ
り
つ
る
人
ど
も
は
、
こ
の
火
つ
く
る
と
て
、
の
ぼ
り
た
り
け
る
な
り
と
心
得
て
あ
れ
ど
も
、
人
の
き
は
め
た
る
大
事
な
れ
ば
、

あ
へ
て
口
よ
り
外
に
い
だ
さ
ず
。
そ
の
後
、
左
の
大
臣
の
し
給
へ
る
事
と
て
、
「
罪
か
う
ぶ
り
給
く
し
」
と
い
ひ
の
、
し
る
。
あ

は
れ
、
し
た
る
人
の
あ
る
も
の
を
、
い
み
じ
き
こ
と
か
な
と
思
へ
ど
、
い
ひ
い
だ
す
べ
き
事
な
ら
ね
ば
、
い
と
ほ
し
と
思
ひ
あ
り

く
に
、
「
大
臣
ゆ
る
さ
れ
ぬ
」
と
聞
け
ば
、
罪
な
き
こ
と
は
遂
に
の
が
る
、
も
の
な
り
け
り
と
な
ん
思
け
る
。

に
あ
ら
ど
も
を
し
き
て
、
い
で
て
、
天
道
に
う
た
へ
申
給
け
る
に
、
②
ゆ
る
し
給
ふ
御
使
に
、
頭
中
將
、
馬
に
の
り
な
が
ら
、
は

せ
ま
う
で
け
れ
ば
、
い
そ
ぎ
罪
せ
ら
る
魯
使
ぞ
と
心
得
て
、
ひ
と
家
な
き
の
慾
し
る
に
、
ゆ
る
し
給
よ
し
お
ほ
せ
か
け
て
蹄
ぬ
れ

此
こ
と
は
、
過
に
し
秋
の
比
、
右
兵
衞
の
舎
人
な
る
も
の
、
東
の
七
條
に
住
け
る
が
、
っ
か
さ
に
参
り
て
、
夜
更
て
、
家
に
歸

る
と
て
、
應
天
門
の
前
を
通
り
け
る
に
、
人
の
け
は
ひ
し
て
さ
さ
め
く
。
廊
の
腋
に
か
く
れ
立
て
見
れ
ば
、
桂
よ
り
か
、
ぐ
り
お

か
く
て
九
月
斗
に
な
り
ぬ
。
か
、
る
程
に
、
伴
大
納
言
の
出
納
の
家
の
幼
き
子
と
、
舎
人
が
小
童
と
い
さ
か
ひ
を
し
て
、
出
納

の
封
し
れ
ば
、
い
で
て
、
と
り
さ
へ
ん
と
す
る
に
、
此
出
納
、
お
な
じ
く
出
で
て
、
み
る
に
、
よ
り
て
ひ
き
は
な
ち
て
、
我
子
を

】
７
匪
引
１
Ｖ
て
刺

③
「
お
ほ
や
け
に
つ
か
う
ま
つ
り
て
は
、
よ
こ
ざ

0
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中
巻
の
冒
頭
に
み
え
る
「
お
と
ど
」
は
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
は
「
左
の
大
臣
」
と
明
記
さ
れ
（
傍
線
部
①
）
、
庭
に
荒
薦
を
敷

き
、
冤
罪
を
天
道
に
訴
え
る
主
体
と
し
て
明
確
で
あ
る
。
清
和
の
勅
命
を
伝
え
た
「
許
し
賜
う
御
使
に
、
頭
中
将
」
（
傍
線
部
②
）
は
、

（
鞭
〉

絵
巻
の
詞
書
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
頭
中
将
と
は
、
藤
原
基
経
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
「
三
代
実
録
」
の
源
信
伝
に
は
、
「
差
勅
遣
参

議
右
大
弁
大
枝
朝
臣
音
人
。
左
中
弁
藤
原
朝
臣
家
宗
等
。
前
後
慰
諭
。
」
と
あ
り
、
勅
使
は
基
経
と
別
人
で
、
大
枝
音
人
と
藤
原
家
宗

だ
っ
た
と
す
る
。
基
経
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
は
、
こ
の
赦
免
使
と
し
て
華
々
し
く
登
場
す
る
が
、
前
述
し
た
「
吏
部
王
記
」
逸
文

で
は
、
上
段
部
分
に
相
当
す
る
場
面
で
、
隠
居
し
て
い
る
良
房
に
源
信
が
証
告
さ
れ
た
こ
と
を
告
げ
る
重
要
な
人
物
と
し
て
記
憶
さ
れ

で
は
、
‐

て
い
る
。

無
罪
放
免
と
な
っ
た
左
大
臣
源
信
は
、

「
お
ほ
や
け
に
つ
か
う
ま
つ
り
て
は
、
よ
こ
ざ
ま
の
罪
出
で
来
ぬ
べ
か
り
け
り
」
と
い
ひ
て
、
も
と
の
や
う
に
、
宮
づ
か
へ
も
し

ば
家
に
入
て
、
こ
の
舎
人
が
子
の
か
み
を
と
り
て
、
う
ち
ふ
せ
て
、
死
ぬ
ば
か
り
ふ
む
。
舎
人
思
ふ
や
う
、
わ
が
子
も
ひ
と
の
子

も
、
と
も
に
童
部
い
さ
か
ひ
な
り
。
た
ぎ
さ
で
は
あ
ら
で
、
わ
が
子
を
し
も
か
く
情
な
く
ふ
む
は
、
い
と
あ
し
き
こ
と
な
り
と
腹

だ
、
し
う
て
、
「
ま
う
と
は
、
い
か
で
情
な
く
、
幼
き
も
の
を
か
く
は
す
る
ぞ
」
と
い
へ
ぱ
、
出
納
い
ふ
や
う
、
「
お
れ
は
何
事
い

ふ
ぞ
。
舍
人
だ
つ
る
。
お
れ
ば
か
り
の
お
ほ
や
け
人
を
、
わ
が
う
ち
た
ら
ん
に
、
何
事
の
あ
る
べ
き
ぞ
。
わ
が
君
大
納
言
殿
の
お

は
し
ま
せ
ぱ
、
い
み
じ
き
あ
や
ま
ち
を
し
た
り
と
も
、
何
ご
と
の
出
で
く
べ
き
ぞ
。
し
れ
ご
と
い
ふ
か
た
ゐ
か
な
」
と
い
ふ
に
、

舎
人
、
お
ほ
き
に
腹
だ
ち
て
、
「
お
れ
は
な
に
ご
と
い
ふ
ぞ
。
わ
が
主
の
大
納
言
を
高
家
に
思
ふ
か
。
を
の
が
主
は
、
我
口
に
よ

り
て
人
に
て
も
お
は
す
る
は
知
ら
ぬ
か
。
わ
が
口
あ
け
て
は
、
を
の
が
主
は
人
に
て
は
あ
り
な
ん
や
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
出
納
は

腹
だ
ち
さ
し
て
家
に
は
ひ
入
に
け
り
。
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と
、
朝
廷
へ
の
出
仕
を
止
め
て
、
隠
居
し
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
実
際
に
、
源
信
は
事
件
の
二
年
後
、
貞
観
十
年
閏
十
二
月
に

（
鴨
）

五
十
九
年
の
生
涯
を
閉
じ
て
い
る
。
前
掲
し
た
蕊
伝
に
は
、
「
大
臣
自
後
杜
門
。
不
肯
諏
出
。
」
と
み
え
、
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
源

信
は
閉
門
し
て
し
ま
っ
た
様
子
が
、
史
実
と
し
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。

後
半
は
、
「
右
兵
衛
の
舎
人
な
る
も
の
」
の
事
件
当
夜
の
目
撃
が
噂
に
な
る
ま
で
を
語
る
。
事
件
当
夜
に
、
応
天
門
か
ら
「
伴
大
納

言
」
「
子
な
る
人
」
「
雑
色
と
よ
き
よ
」
が
逃
走
し
た
様
子
が
、
市
井
の
人
に
目
撃
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
思
い
も
か
け
な
い
「
伴
大
納
言

の
出
納
の
家
の
幼
き
子
」
と
「
舎
人
が
小
童
」
の
識
い
か
ら
風
聞
が
広
ま
っ
て
い
く
。

市
中
の
風
聞
が
広
が
り
、
と
う
と
う
舎
人
は
朝
廷
で
尋
問
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
放
火
犯
と
し
て
伴
善
男
自
身
が
断
罪
さ
れ
る
に

下
巻
に
該
当
す
る
「
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

給
は
ざ
り
け
り
。
（
傍
線
部
③
）

ｌ
と
の
、

を
や
き
て
、
信
の
大
臣
に
お
ほ
せ
て
、
か
の
大
臣
を
罪
せ
さ
せ
て
、
②
一
の
大
納
言
な
れ
ば
、
大
臣
に
な
ら
ん
と
か
ま
へ
け
る
こ

こ
の
い
さ
か
ひ
を
み
る
と
て
、
里
隣
の
人
、
市
を
な
し
て
聞
き
け
れ
ば
、
い
か
に
い
ふ
こ
と
に
か
あ
ら
ん
と
思
て
、
あ
る
は
妻
子

に
か
た
り
、
あ
る
は
つ
ぎ
つ
ぎ
か
た
り
ち
ら
し
て
、
い
ひ
さ
わ
ぎ
け
れ
ば
、
世
に
ひ
ろ
ご
り
て
、
お
ほ
や
け
ま
で
き
こ
し
め
し

て
、
舎
人
を
召
し
て
問
は
れ
け
れ
ば
、
は
じ
め
は
あ
ら
が
ひ
け
れ
ど
も
、
わ
れ
も
罪
か
う
ぶ
り
ぬ
く
く
と
は
れ
け
れ
ば
、
あ
り
の

く
だ
り
の
こ
と
を
申
て
け
り
。
そ
の
後
、
大
納
言
も
問
は
れ
な
ど
し
て
、
こ
と
あ
ら
は
れ
て
の
後
な
ん
流
さ
れ
け
る
。
①
應
天
門

③
か
へ
り
て
わ
が
身
罪
せ
ら
れ
け
ん
、
④
い
か
に
く
や
し
か
り
け
ん
。
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至
っ
た
。
「
応
天
門
を
や
き
て
、
信
の
大
臣
に
お
ほ
せ
て
、
か
の
大
臣
を
罪
せ
さ
せ
て
」
（
傍
線
部
①
）
と
は
、
源
信
を
冤
罪
と
す
る
た

め
に
伴
善
男
が
謡
言
し
た
こ
と
を
さ
す
。
「
一
の
大
納
言
な
れ
ば
、
大
臣
に
な
ら
ん
と
か
ま
へ
け
る
こ
と
の
」
（
傍
線
部
②
）
は
、
こ
の

動
機
が
出
世
（
大
臣
へ
の
昇
進
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
。

だ
が
、
「
三
代
実
録
」
伴
善
男
伝
で
は
「
貞
観
之
始
、
与
左
大
臣
源
朝
臣
信
有
隙
。
数
年
之
後
、
謹
告
大
臣
謀
為
反
逆
、
殆
欲
陥
害
」

と
み
え
る
。
ま
た
源
信
伝
で
は
、
「
貞
観
六
年
冬
先
是
。
大
納
言
伴
宿
祢
善
男
与
大
臣
相
杵
。
漸
積
嫌
隙
」
と
し
て
、
こ
れ
以
前
に
も

両
者
の
確
執
が
い
く
つ
も
の
事
件
を
生
ん
で
い
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
両
者
と
も
、
明
ら
か
に
源
信
と
伴
善
男
の
政
治
的
対
立
が

原
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
伴
善
男
の
計
画
は
上
手
く
い
か
ず
、
「
か
へ
り
て
わ
が
身
罪
せ
ら
れ
け
ん
」
（
傍
線
部

③
）
と
、
自
ら
の
足
元
を
す
く
わ
れ
た
結
果
に
な
っ
た
。
最
後
の
詞
書
「
い
か
に
く
や
し
か
り
け
ん
」
（
傍
線
部
④
）
は
意
味
深
な
言

葉
で
あ
る
。
何
に
対
し
て
「
く
や
し
か
り
け
ん
」
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
伴
善
男
の
、
自
分
の
愚
か
な
行
動
に
対
し
て
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
と
も
、
後
日
怨
霊
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
善
男
が
自
分
を
陥
れ
た
人
々
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
源
信
の
権

勢
失
墜
と
政
界
か
ら
の
左
遷
を
企
て
て
証
告
し
た
も
の
の
、
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
自
分
が
罪
人
と
し
て
都
を
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
伴

善
男
の
口
惜
し
さ
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
と
す
れ
ば
、
踊
ら
さ
れ
た
挙
句
に
自
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
善
男
を
憐
み
、
同
情
を

寄
せ
る
十
二
世
紀
の
人
々
の
嘆
き
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
言
葉
は
時
の
文
で
あ
り
、
当
時
の
人
々
の
認

識
や
感
情
を
表
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。

絵
巻
は
、
前
の
簾
を
垂
ら
し
て
後
を
巻
き
上
げ
ら
れ
た
八
葉
車
に
、
罪
人
と
し
て
後
ろ
向
き
に
座
ら
さ
れ
る
善
男
が
検
非
違
使
に
連

行
さ
れ
て
行
く
場
面
で
終
わ
っ
て
い
る
。

「
絵
巻
」
と
聿
治
拾
遺
物
語
」
を
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
当
時
の
記
憶
’
十
二
世
紀
の
京
周
辺
の
人
々
の
記
憶
ｌ
を
伝
え
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る
貴
重
は
史
料
で
あ
る
。
事
件
か
ら
三
百
年
後
の
人
々
に
は
、
応
天
門
の
変
は
こ
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
。
応
天
門
の
焼
失
後
、
伴
善

男
に
よ
っ
て
「
放
火
犯
は
左
大
臣
源
信
」
で
あ
る
と
い
う
謹
言
が
成
さ
れ
た
が
、
基
経
の
機
転
や
隠
居
し
て
い
た
忠
仁
公
良
房
の
再
登

壇
に
よ
り
、
清
和
天
皇
は
説
得
に
応
じ
た
。
天
道
に
無
実
の
訴
え
て
い
た
源
信
は
、
赦
免
さ
れ
る
と
政
界
か
ら
引
退
し
て
し
ま
っ
た
。

市
井
の
子
ど
も
の
喧
嘩
に
端
を
発
し
、
放
火
犯
と
し
て
伴
善
男
が
断
罪
さ
れ
て
、
事
件
は
あ
っ
け
な
く
幕
を
下
ろ
し
た
。
当
時
の
人
々

の
事
件
に
関
す
る
認
識
は
、
「
い
か
に
く
や
し
か
り
け
ん
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
、
伴
大
納
言
は
冤
罪
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
三
代
実
録
」
の
記
録
と
は
異
な
る
人
々
の
記
憶
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
記
憶
が
、
一
つ
は
画
像
化
さ
れ
て
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
と
い
う
絵
巻
と
し
て
、
も
う
一
つ
は
文
字
に
書
き
記
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
と
し
て
、
新
た
な
形
で
「
再
記
録
」
さ
れ
て
、
後
世
ま
で
繰
り
返
し
て
語
り
つ
が
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

八
六
六
年
の
応
天
門
の
変
を
題
材
に
、
事
件
が
ど
の
よ
う
に
史
書
に
記
録
さ
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
、
真
実
が
人
々
の
記
憶
の
中
で
ど

の
よ
う
に
生
き
続
け
る
の
か
、
そ
の
実
態
を
考
察
し
て
き
た
。

九
世
紀
の
記
録
で
あ
る
「
三
代
実
録
』
の
正
文
は
、
た
だ
ひ
と
え
に
伴
善
男
を
断
罪
す
る
の
み
で
、
歯
切
れ
の
悪
さ
を
残
し
て
い

た
。
一
方
で
、
同
書
の
中
で
個
人
の
伝
と
し
て
採
録
さ
れ
た
異
伝
の
中
に
、
当
該
期
の
社
会
政
治
情
勢
を
物
語
る
記
述
や
、
事
件
の
背

後
関
係
に
関
す
る
言
及
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
正
文
に
は
残
さ
れ
な
か
っ
た
そ
れ
を
「
記
録
の
不
協

和
音
」
と
呼
び
た
い
。
事
件
に
対
す
る
朝
廷
の
正
式
認
定
さ
れ
た
「
事
実
」
以
外
に
も
、
物
語
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

む
す
び
に
か
え
て
～
記
録
と
記
憶
の
間
～

29



応
天
門
の
変
が
起
き
た
清
和
朝
は
、
史
上
初
め
て
幼
帝
の
出
現
し
た
時
代
で
も
あ
る
。
幼
帝
で
あ
る
清
和
の
登
場
と
惟
喬
親
王
と
の

皇
位
争
い
の
伝
承
は
、
清
和
と
い
う
王
権
が
必
ず
し
も
貴
族
層
の
支
持
を
得
て
い
な
い
実
情
を
表
し
て
い
る
。
九
世
紀
以
降
、
幼
帝
の

出
現
は
、
血
統
の
重
視
に
よ
っ
て
必
然
的
に
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
提
に
は
、
官
僚
制
が
成
熟
し
て
、

（
袖
）

国
家
機
栂
が
安
定
し
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
幼
帝
を
ど
の
よ
う
に
補
佐
し
て
い
く
か
が
大
き
な
問
題
と
し
て
浮
上

（
釦
）

し
て
く
る
。
即
位
当
時
の
清
和
の
場
合
、
同
興
し
て
内
裏
に
臨
ん
だ
と
い
う
祖
母
で
あ
る
太
皇
太
后
藤
原
順
子
の
存
在
抜
き
に
は
語
れ

ま
い
。
こ
の
順
子
の
手
足
と
な
っ
て
政
界
で
の
地
歩
を
固
め
て
き
た
の
が
、
伴
善
男
そ
の
人
で
あ
る
。
彼
の
失
脚
は
、
順
子
の
政
治
的

（
別
〉

権
力
の
失
速
を
物
語
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

か
わ
っ
て
、
こ
の
事
件
後
、
内
裏
内
で
の
影
響
力
を
強
め
た
の
が
、
清
和
の
生
母
で
あ
る
藤
原
明
子
で
あ
る
。
平
安
初
期
以
降
、
太

上
天
皇
が
宮
外
へ
退
去
す
る
際
に
は
、
天
皇
の
生
母
で
あ
っ
て
も
キ
サ
キ
は
す
べ
て
宮
内
か
ら
宮
外
へ
退
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
事
件
後
、
清
和
は
成
人
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
后
明
子
は
宮
内
（
常
寧
殿
）
に
入
り
、
内
裏
内
居
住
を
復
活
さ

せ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
政
機
関
（
皇
太
后
宮
職
）
も
宮
中
に
お
か
れ
、
「
職
御
曹
司
」
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
七
○
年
後
の
十
世
紀
の
記
憶
は
、
「
記
録
の
不
協
和
音
」
で
あ
る
「
三
代
実
録
』
の
異
伝
や
後
世
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に

相
通
じ
る
記
述
が
み
え
る
。
孫
の
代
に
伝
わ
る
「
吏
部
王
記
』
逸
文
か
ら
は
、
事
件
当
時
の
利
害
関
係
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

十
二
世
紀
に
な
る
と
、
こ
の
事
件
は
平
安
期
の
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
事
件
の
一
つ
と
し
て
、
絵
巻
の
題
材
に
選
ば
れ
て
画
像
化
さ
れ
、

さ
ら
に
は
説
話
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
今
で
こ
そ
謎
に
包
ま
れ
た
「
伴
大
納
言
絵
巻
』
は
作
成
当
時
に
は
「
謎
」
は
存
在
せ
ず
、
観
る

人
に
は
内
容
が
素
直
に
理
解
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
憶
の
画
像
と
文
字
に
よ
る
再
記
録
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
こ
と
が
で

些
弍
ご
ヲ
（
》
◎
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こ
の
よ
う
な
キ
サ
キ
の
居
住
形
態
の
変
化
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
キ
サ
キ
と
い
う
立
場
の
変
化
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
事
件
こ
そ

（
露
）

が
、
天
皇
の
配
偶
者
（
妻
后
）
と
い
う
よ
り
、
天
皇
の
母
（
母
后
）
と
い
う
立
場
へ
大
き
く
変
化
す
る
画
期
と
も
な
っ
た
と
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
母
后
の
政
治
的
背
景
と
し
て
、
「
摂
政
の
出
現
」
と
い
う
事
態
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
太
政
大
臣
良
房
の
執
政
空
間
と
し
て
の
直
臓
が
「
職
御
曹
司
」
に
お
か
れ
て
い
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
く
、
母
后

と
藤
原
摂
関
家
の
「
職
御
曹
司
」
で
の
出
会
い
は
、
八
六
六
年
応
天
門
の
変
を
画
期
と
し
て
成
立
し
た
と
い
え
る
。

こ
の
変
に
よ
っ
て
、
政
界
の
勢
力
範
囲
図
も
大
き
く
塗
り
変
わ
っ
た
。
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
藤
原
良
房
は
「
天
下
の
政
を
摂
行
」
す

る
権
限
を
付
与
さ
れ
、
実
権
を
握
る
こ
と
と
な
る
。
左
大
臣
で
あ
っ
た
源
信
は
、
事
件
後
政
界
か
ら
引
退
し
て
失
意
の
ま
ま
翌
々
年
死

没
し
て
い
る
。
伴
善
男
と
共
謀
し
た
と
さ
れ
る
右
大
臣
藤
原
良
相
は
影
響
力
が
失
墜
し
、
翌
年
死
没
し
た
。
参
議
に
登
っ
た
藤
原
基

経
は
、
政
界
へ
大
き
く
躍
進
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
実
妹
で
あ
る
高
子
を
年
内
に
清
和
の
後
宮
に
入
内
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で

経
は
、

（
郭
）

あ
る
。論

じ
残
し
た
点
も
多
々
あ
る
が
、
歴
史
の
中
で
、
何
が
「
事
実
」
と
し
て
記
録
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
は
必
ず
し
も
合
致
し
な
い

人
々
の
「
真
実
」
と
し
て
記
憶
が
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
を
、
応
天
門
の
変
を
一
つ
の
題
材
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
と

い
う
本
稿
の
課
題
を
果
た
し
た
も
の
と
し
、
こ
こ
で
筆
を
掴
く
こ
と
に
し
た
い
。

註（
１
）
小
松
茂
美
三
伴
大
納
言
絵
詞
」
の
誕
生
」
（
「
日
本
の
絵
巻
」
所
収
、
中
央
公
論
社
一
九
八
七
年
、
初
出
は
二
伴
大
納
言
絵
詞
」
成
立
の
周
辺
と

背
景
」
「
日
本
絵
巻
大
成
」
一
九
七
七
年
）
。

（
２
）
応
天
門
の
変
に
言
及
し
た
歴
史
研
究
は
枚
挙
に
過
な
い
。
敢
え
て
主
要
な
研
究
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
佐
藤
宗
諄
「
「
前
期
摂
関
政
治
」
の
史
的
位
世
」
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（
「
平
安
前
期
政
治
序
説
」
所
収
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
七
年
初
出
一
九
六
三
年
）
。
神
谷
正
昌
「
承
和
の
変
と
応
天
門
の
変
」
「
史
学
雑
誌
」

一
二
’
二
二
○
○
二
年
）
。
今
正
秀
「
摂
政
制
成
立
考
」
（
『
史
学
雑
誌
」
一
○
六
’
一
一
九
九
七
年
）
。
坂
上
康
俊
「
関
白
の
成
立
過
程
」

（
「
日
本
律
令
制
論
文
集
」
下
吉
川
弘
文
館
一
九
九
三
年
）
。
米
田
雄
介
「
藤
原
摂
関
家
の
誕
生
」
（
吉
川
弘
文
館
二
○
○
二
年
）
な
ど
。

（
３
）
黒
田
泰
三
・
城
野
誠
治
・
早
川
泰
弘
「
国
宝
伴
大
納
言
絵
巻
」
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
○
○
九
年
）
。
黒
田
日
出
男
「
謎
解
き
伴
大
納
言
絵
巻
」

小
学
館
、
二
○
○
二
年
）
。
美
術
史
に
よ
る
、
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
に
関
す
る
膨
大
な
先
学
の
成
果
は
、
黒
田
日
出
男
氏
の
整
理
に
よ
る
と
、
５
期
に

「
三
代
実
録
」
貞
観
八
年
閏
三
月
一
○
日
条
。
な
お
、
「
三
代
実
録
」
は
国
史
大
系
本
に
よ
る
。

「
同
」
貞
観
八
年
四
月
一
四
日
条
及
び
七
月
六
日
条
。

「
同
」
貞
観
八
年
七
月
六
日
条
。
木
工
寮
の
藤
原
直
宗
ら
は
近
江
国
へ
、
中
臣
伊
度
人
ら
は
丹
波
国
へ
そ
れ
ぞ
れ
派
遺
き
れ
た
。

例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
三
大
実
録
」
同
年
四
月
乙
亥
朔
条
、
五
月
十
一
日
条
、
十
月
壬
申
朔
条
、
十
一
月
二
日
条
な
ど
。

上
述
の
伊
勢
太
神
宮
へ
の
告
文
は
二
条
あ
り
、
後
者
に
は
「
今
年
旱
災
あ
り
て
、
百
姓
農
業
み
な
こ
と
ご
と
く
枯
損
せ
ぬ
。
」
と
み
え
、
「
甘
雨
」
を

乞
う
祈
願
が
な
さ
れ
て
い
る
。

１
期
（
明
治
初
期
～
己
ら
年
代
）
研
究
の
胎
動
期

２
期
（
こ
ろ
年
代
～
ら
命
年
ご
ろ
）
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
形
成
期

３
期
（
岳
余
年
～
ら
ご
年
ご
ろ
）
鈴
木
敬
三
に
よ
る
風
俗
史
的
研
究

４
期
（
ら
己
年
～
ら
鴎
年
ご
ろ
）
研
究
の
展
開
期

５
期
（
乞
駅
年
～
現
在
）
山
根
有
三
に
よ
る
発
見
と
研
究
の
深
化

黒
田
泰
三
・
黒
田
日
出
男
に
よ
る
研
究
の
進
化

美
術
史
研
究
に
よ
る
主
な
争
点
は
二
つ
で
あ
る
。

①
「
謎
の
人
物
」
論
↓
上
巻
の
宮
中
に
い
る
三
人
の
人
物
比
定
。
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
出
て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
、
絵
巻
が
制
作
さ
れ
た
時
点
で
は
、

人
物
は
謎
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

②
作
成
さ
れ
た
時
点
で
の
原
型
「
絵
巻
」
論
↓
省
略
さ
れ
た
の
は
一
体
何
か
、
原
型
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
復
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
様

②
作
成
さ
れ
た
時
点
で
の
原
型

分
類
で
き
る
と
い
う
。

な
復
元
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
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（
９
）

（
皿
）

（
Ⅲ
）

（
吃
）
「
同
」
貞
観
八
年
八
月
二
九
日
、
三
十
日
条
。
恒
山
と
同
謀
し
た
清
縄
は
伴
善
男
の
従
僕
で
あ
っ
た
。
直
後
に
は
、
美
作
国
の
兵
庫
が
鳴
動
す
る
な
ど
、

（
喝
）
「
同
」
貞
観
八
年
九
月
二
二
日
条
。

、
）
「
同
」
貞
観
八
年
九
月
二
五
日
条
、
二
九
日
条
。
生
江
恒
山
と
占
部
田
主
は
、
十
月
十
四
日
に
殺
人
罪
で
処
分
さ
れ
た
。

（
喝
）
井
上
薫
「
日
本
三
代
実
録
」
（
「
国
史
大
系
番
目
解
題
」
上
所
収
吉
川
弘
文
館
二
○
○
一
年
初
出
は
一
九
七
一
年
）
な
ど
。

（
肥
）
「
同
」
貞
観
八
年
九
月
二
二
日
条
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
善
男
の
祖
父
は
、
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
に
か
か
わ
っ
た
大
伴
継
人
で
、
父
の
国
道
は
そ
れ
に
坐

し
て
佐
渡
国
に
配
流
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
許
さ
れ
入
京
し
、
従
四
位
上
、
参
議
ま
で
昇
っ
た
。
善
男
は
国
道
の
第
五
子
で
、
敏
捷
で
あ
っ
た
が
人
に

「
鶏
児
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
仁
明
天
皇
の
傍
に
仕
え
、
そ
の
知
寵
を
得
て
、
出
世
し
た
。
法
隆
寺
僧
善
榿
事
件
で
立
ち
回
り
、
太
皇
太
后
宮
大
夫
兼

「
鶏
児
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。

（
Ⅳ
）
積
善
と
い
う
言
葉
は
「
易
経
」
に
「
穣
善
之
家
必
有
余
慶
、
祇
不
善
之
家
必
有
余
残
」
と
み
え
る
。
「
貞
慧
伝
」
に
は
「
積
善
余
慶
」
、
「
武
智
麻
呂
伝
」

に
は
「
祇
善
之
後
、
余
慶
篭
郁
」
と
あ
り
、
藤
原
氏
が
自
ら
の
家
を
積
善
と
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
正
倉
院
宝
物
の
中
に
光
明
皇

后
の
錐
に
よ
る
と
伝
え
ら
れ
る
「
杜
家
立
成
雑
普
要
略
」
の
捺
印
に
「
積
善
藤
家
」
が
あ
る
。
「
易
経
」
の
「
欲
不
全
之
家
」
が
〃
こ
こ
で
言
う
「
薇

（
肥
）
「
同
」
貞
観
十
年
十
二
月
二
十
八
日
条
。
源
信
は
清
和
皇
太
子
時
の
「
皇
太
子
傳
」
で
あ
っ
た
。

（
岨
）
「
同
」
貞
観
八
年
九
月
二
二
日
条
。
夏
井
は
善
岑
の
第
三
子
で
、
小
野
篁
に
師
事
し
て
書
を
学
ん
だ
。
地
方
官
と
し
て
も
善
政
を
敷
き
、
領
民
か
ら
慕

わ
れ
た
ほ
ど
の
人
格
者
で
あ
っ
た
。
異
母
兄
に
紀
大
枝
、
異
母
弟
に
豊
城
が
い
る
。
今
回
は
豊
城
に
連
座
し
て
、
赴
任
先
の
肥
後
国
か
ら
土
佐
国
へ

流
刑
と
な
っ
た
。
任
国
の
肥
後
か
ら
流
さ
れ
る
と
き
、
領
民
た
ち
は
夏
井
を
偲
ん
で
泣
き
悲
し
み
、
か
っ
て
の
任
国
で
あ
っ
た
讃
岐
国
を
過
ぎ
る
と

き
は
、
領
民
た
ち
が
道
々
に
逢
迎
し
、
数
里
も
従
行
し
た
と
い
う
。

始
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
臨
弛

雄
介
前
掲
注
（
２
）
著
書
な
ど
。

「
同
」
貞
観
八
年
六
月
三
日
条
。

「
同
」
貞
観
八
年
八
月
三
日
条
、
七
日
条
。
良
縄
は
右
衛
門
督
で
、
伴
中
府
の
直
属
の
上
司
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
勅
命
に
対
し
て
、
良
房
は
九
月
二
二
日
と
二
四
日
に
抗
表
し
て
固
辞
し
て
い
る
。
近
年
の
研
究
で
は
、
こ
れ
を
摂
政
と
い
う
官
職
の
創

始
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
臨
時
の
措
置
で
あ
り
、
機
能
で
あ
る
と
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
神
谷
正
昌
前
掲
注
（
２
）
論
文
、
米
田

大
納
言
に
ま
で
上
り
つ
め
た
。

不
穏
な
空
気
が
濃
厚
に
な
っ
た
。

悪
之
家
」
に
当
た
る
。
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（
妬
）
「
大
鏡
」
は
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
沓
店
）
に
よ
る
。

（
妬
）
文
徳
天
皇
の
子
女
は
、
史
料
上
知
ら
れ
る
だ
け
で
も
一
二
男
一
二
女
い
る
。
そ
の
う
ち
、
滋
野
朝
臣
岑
子
・
伴
宿
祢
某
女
、
多
治
真
人
某
女
・
清
原

真
人
某
女
・
菅
原
朝
臣
某
女
・
布
勢
朝
臣
某
女
ら
の
所
生
子
は
源
氏
を
賜
り
臣
籍
降
下
し
て
い
る
。
女
御
で
子
供
を
も
う
け
た
の
は
、
一
男
一
女
の

藤
原
朝
臣
明
子
だ
け
で
、
二
男
女
を
生
ん
だ
更
衣
紀
朝
臣
静
子
が
続
き
、
あ
と
は
惟
彦
親
王
の
母
の
滋
野
朝
臣
貞
主
の
女
奥
子
、
惟
恒
親
王
の
母
で

藤
原
朝
臣
守
貞
の
女
今
子
、
晏
子
内
親
王
の
母
の
藤
原
朝
臣
是
雄
の
女
列
子
が
い
る
。

（
”
）
史
料
纂
集
三
九
「
吏
部
王
記
」
（
米
田
雄
介
・
吉
岡
真
之
編
）
と
は
多
少
字
句
の
異
同
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
古
典
文
学
大
系
『
大
鏡
」
所
収
と
照
ら

し
合
わ
せ
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
史
料
纂
集
本
に
よ
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
「
吏
部
王
記
」
の
作
者
で
あ
る
重
明
親
王
と
清
和
の
関
係
は
左
の
よ
う

で
あ
る
。

へへ

（
認
）
実
頼
は
基
経
の
孫
に
あ
た
る
。
文
徳
天
皇
と
良
房
の
関
係
が
よ
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
佐
々
木
恵
介
「
日
本
古
代
の
歴
史
４
平
安
京
の
時
代
」
（
吉

川
弘
文
館
二
○
一
四
年
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

へ

262524
……ー

（
釦
）
「
同
」
貞
観
八
年
九
月
二
五
両

（
皿
）
「
同
」
同
年
十
一
月
十
七
日
左

（
躯
）
「
同
」
同
年
十
二
月
八
日
条
。

（
認
）
「
同
」
同
年
十
二
月
八
日
Ｉ

「
同
」
同
年
十
二
月
八
日
・
十

「
同
」
貞
観
八
年
九
月
二
五
日

一
日
旬
十
三
日
条
。
良
相
は
三
度
、
病
気
に
よ
る
左
大
将
の
解
職
願
い
を
上
表
し
て
い
る
。
代
わ
っ
て
、
藤
原
氏
宗
が

右
大
将
か
ら
左
大
将
へ
転
じ
て
い
る
。

「
同
』
同
年
十
二
月
二
十
七
日
条
。 条

。

「
同
」
同
年
十
一
月
十
七
日
条
。

良
房
側
蕊
経
晶
卵
鵬輔

仁
鯛
鳳
薫
押
雛
‐
璽
鯛
親
ゞ

ｌ
兼
家
ｌ
道
長
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（
羽
）
「
三
代
実
録
」
仁
和
二
年
十
月
甲
戌
条
の
蕊
伝
に
は
「
性
安
祥
に
し
て
、
容
色
研
華
な
り
」
と
み
え
る
。
さ
ら
に
、
婦
徳
も
高
く
、
清
和
の
寵
愛
を
集

め
て
い
た
こ
と
や
、
清
和
が
出
家
す
る
と
同
時
に
尼
と
な
っ
て
、
仏
門
に
帰
依
し
た
と
み
え
る
。

（
釦
）
「
三
代
実
録
」
天
安
二
年
十
一
月
十
四
日
条
の
蕊
伝
に
は
「
雅
操
あ
り
」
と
み
え
る
。
西
三
条
女
御
と
言
わ
れ
た
の
は
、
父
の
良
相
の
邸
宅
が
あ
っ
た

「
三
代
実
録
」

（
瓠
）
貞
観
八
年
春
に
清
和
天
皇
は
、
三
月
に
良
相
第
と
、
閏
三
月
に
良
房
第
を
そ
れ
ぞ
れ
行
幸
し
て
い
る
。
「
三
代
実
録
」
同
年
三
月
乙
亥
条
に
西
京
第
へ

の
行
幸
が
み
え
、
桜
花
を
観
じ
な
が
ら
百
花
亭
に
て
詩
賦
や
競
射
、
音
楽
の
宴
が
催
さ
れ
た
様
相
が
知
ら
れ
る
。
良
相
第
へ
の
行
幸
が
華
々
し
か
っ

た
様
相
は
、
「
伊
勢
物
語
」
七
八
段
の
三
条
の
大
御
幸
の
く
だ
り
か
ら
伺
え
る
。
ま
た
、
「
同
」
七
七
段
・
春
の
別
れ
に
は
文
徳
女
御
で
あ
っ
た
良
相

の
娘
多
賀
幾
子
の
安
祥
寺
で
の
法
要
の
様
子
が
う
か
が
え
る
ｃ
多
賀
幾
子
が
没
し
た
の
は
、
天
安
二
（
八
五
八
）
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

の
段
の
登
場
人
物
で
あ
る
藤
原
常
行
が
右
大
将
な
っ
た
の
は
貞
観
八
年
一
二
月
で
あ
り
、
在
原
業
平
が
右
馬
頭
に
な
っ
た
の
は
貞
観
七
年
の
こ
と
だ

か
ら
、
こ
の
法
要
は
応
天
門
の
変
後
の
こ
と
に
な
る
か
。
供
物
が
山
の
よ
う
に
積
ま
れ
た
み
え
、
変
後
で
も
そ
れ
だ
け
の
権
勢
が
あ
っ
た
と
な
る
と
、

変
前
は
か
な
り
隆
盛
を
極
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
七
八
段
山
科
の
宮
で
も
前
半
は
、
多
賀
幾
子
の
安
祥
寺
で
の
七
七
斎
の
話
で
あ
る
。
後
半
は
西

京
三
条
に
あ
っ
た
良
相
第
へ
の
清
和
天
皇
の
行
幸
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
後
、
「
三
代
実
録
」
同
年
閏
三
月
丙
午
朔
条
に
は
、
良
房
の
東
京
染

殿
第
へ
の
行
幸
が
み
え
、
様
々
な
催
し
が
一
行
を
歓
迎
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
太
政
大
臣
良
房
と
右
大
臣
良
相
は
権
勢
を
競
い
合
っ

て
お
り
、
清
和
天
皇
は
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
か
の
よ
う
に
双
方
の
臣
下
第
へ
の
行
幸
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
「
伊
勢
物
語
」
は
新
編
古
典
文
学
全
集
本

（
福
井
貞
助
校
訂
・
小
学
館
．
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。
応
天
門
の
変
直
前
は
、
良
相
の
全
盛
期
に
あ
た
る
。

（
躯
）
「
伊
勢
物
語
」
三
段
ひ
じ
き
藻
、
四
段
西
の
対
、
五
段
関
守
、
六
段
芥
川
に
見
え
る
「
懸
想
じ
け
る
女
」
「
東
の
五
条
に
、
大
后
の
宮
お
は
し
ま
し
け

る
西
の
対
に
住
む
人
」
「
二
条
の
后
」
「
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
」
な
ど
は
藤
原
高
子
を
指
し
、
「
男
」
で
あ
る
在
原
業
平
と
の
醜
聞
は
周
知
で
あ
っ
た
。

た
め
で
あ
る
。

仁
明〒

ｌ
ｌ
ｌ
文
『
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
清
和

肌
祷
‐
同
修
臘
仔
ｌ
多
美
子

3う
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（
認
）

岡
村
幸
子
「
職
御
曹
司
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
歴
史
」
五
八
二
一
九
九
六
年
）
、
吉
川
直
司
「
摂
関
政
治
の
転
成
」
（
「
律
令
官
僚
制
の
研
究
」
所
収
、

塙
書
房
一
九
九
八
年
）
。
吉
川
氏
は
キ
サ
キ
や
臣
下
の
内
裏
直
臆
の
成
立
に
摂
関
政
治
の
成
立
が
関
連
す
る
こ
と
に
着
目
し
た
。

母
后
に
関
す
る
研
究
は
女
性
史
研
究
の
進
展
に
伴
い
近
年
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
直
接
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
西
野
悠
紀
子
「
母
后

と
皇
后
’
九
世
紀
を
中
心
に
」
（
前
近
代
女
性
史
研
究
会
「
家
・
社
会
・
女
性
～
古
代
か
ら
中
世
へ
」
吉
川
弘
文
館
一
九
九
七
年
）
、
同
「
九
世
紀

の
天
皇
と
母
后
」
（
「
古
代
史
研
究
」
一
六
一
九
九
九
年
）
。
服
藤
早
苗
「
王
権
と
国
母
ｌ
王
朝
国
家
の
政
治
と
性
ｌ
」
（
「
民
衆
史
研
究
」
五
六

一
九
九
八
年
）
、
同
「
九
世
紀
の
天
皇
と
国
母
ｌ
女
帝
か
ら
国
母
へ
」
（
「
物
語
研
究
」
三
二
○
○
三
年
）
。
末
松
剛
「
即
位
式
に
お
け
る
摂
関
と
母

后
の
登
壇
」
（
「
日
本
史
研
究
」
四
四
七
一
九
九
九
年
）
。
東
海
林
亜
矢
子
「
母
后
の
内
裏
居
住
と
王
権
」
（
「
お
茶
の
水
史
学
」
四
八
二
○
○
四
年
）
。

仁
藤
敦
史
「
太
上
天
皇
制
の
展
開
」
二
古
代
王
権
と
官
僚
制
」
臨
川
書
店
二
○
○
○
年
初
出
一
九
九
六
年
）

東
海
林
亜
矢
子
前
掲
注
（
拠
）
論
文
。

「
伊
勢
物
語
」
四
段
西
の
対
。

「
伊
勢
物
語
」
四
ｍ

「
同
」
六
段
関
守
。

「
大
日
本
史
料
」

「
大
日
本
史
料
」

「
大
日
本
史
料
」

「
大
日
本
史
料
」

宇
多
ｌ
醍
醐
１
重
明
親
王

一一一一

’ ’ ’ ’
六六六六

承
平
元
年
七
月
十
九
日
条
。
仁
和
寺
御
室
に
て
六
十
五
歳
で
没
し
た
。

同
年
九
月
六
日
条
。

延
長
八
年
九
月
二
十
九
日
条
。

同
年
九
月
二
十
二
日
・
二
十
五
日
条
。

実
頼

朱
雀

村
上
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（
蝿
）
黒
田
泰
三
ほ
か
前
掲
注
（
３
）
著
書
。
黒
田
泰
三
は
早
く
か
ら
伴
大
納
言
絵
巻
に
注
目
し
、
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
（
小
学
館
ギ
ャ
ラ
リ
ー
新
編
名
宝

日
本
の
美
術
一
二
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
で
自
説
を
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
“
）
現
存
す
る
各
巻
の
紙
数
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
上
巻
）
第
１
～
賜
紙
（
中
巻
）
第
１
～
賜
紙
（
下
巻
）
第
１
～
略
紙

（
妬
）
著
名
な
説
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

（
妬
）
藤
原
良
房
は
冬
嗣
の
次
男
、
良
相
は
五
男
で
、
共
に
母
は
藤
原
美
都
子
の
同
母
兄
弟
。

（
仰
）
当
時
近
衛
中
将
は
、
右
近
衛
府
が
藤
原
常
行
で
、
左
近
衛
府
が
藤
原
基
経
で
あ
っ
た
。

（
娼
）
「
三
代
実
録
」
貞
観
十
年
閏
十
二
月
二
十
八
日
条
、
「
公
卿
補
任
」
貞
観
十
年
条
。

（
⑲
）
拙
著
「
平
安
初
期
の
王
椎
と
官
僚
制
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
○
年
）

（
釦
）
天
皇
と
母
の
同
輿
に
早
く
に
注
目
し
た
の
は
、
野
村
育
世
「
中
世
に
お
け
る
天
皇
家
」
（
「
家
族
と
女
性
の
歴
史
」
所
収
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九

年
）
、
同
「
王
権
の
中
の
女
性
」
（
「
中
世
を
考
え
る
家
族
と
女
性
」
所
収
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）
で
あ
る
。
そ
の
後
、
多
く
の
研
究
者
が

言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
拙
稿
「
「
都
市
王
権
」
の
成
立
と
展
開
」
（
別
冊
「
歴
史
学
研
究
」
七
八
九
号
、
二
○
○
二
年
）
で
も
王
椛
の
問
題
と

（
別
）
大
胆
な
想
定
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

し
て
扱
っ
て
い
る
。

Ａ
ｍ
１
）
伴
善
男

Ｂ
》
ｌ
）
伴
善
男

Ｃ
》
ｌ
）
伴
善
男

Ｄ
”
１
）
源
信

Ｅ
”
ｌ
）
源
信

Ｆ
函
１
）
藤
原
基
経

Ｇ
卵
１
）
藤
原
良
相

Ｈ
“
ｌ
）
藤
原
良
房

２
）
伴
善
男

２
）
藤
原
基
経

２
）
藤
原
良
相

２
）
源
信

２
）
源
信

２
）
藤
原
基
経

２
）
源
信

２
）
藤
原
良
房

３
）
藤
原
良
房

３
）
藤
原
良
房

３
）
藤
原
良
房

３
）
伴
善
男

３
）
藤
原
良
房

３
）
藤
原
良
房

３
）
藤
原
良
房

３
）
伴
蕃
男

↑
福
井
利
吉
郎
・
上
野
直
昭
・
五
味
文
彦

↑
上
野
憲
示
・
山
根
有
三
・
若
杉
準
治
・
黒
田
日
出
男

↑
黒
田
泰
三
・
高
畑
勲

↑
桜
井
清
香
・
藤
田
経
世

↑
小
松
茂
美
・
松
尾
剛
次

↑
田
中
豊
蔵
・
鈴
木
敬
三
・
田
中
一
松
・
奥
平
英
雄
・
小
峰
和
明

↑
竹
村
信
治

↑
源
豊
宗
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（
艶
）
妻
后
か
ら
母
后
へ
の
質
的
重
点
の
変
化
は
、
す
で
に
西
野
悠
紀
子
前
掲
注
（
鈍
）
論
文
や
服
藤
早
苗
前
掲
注
（
弘
）
論
文
な
ど
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
応
天
門
の
変
が
そ
の
大
き
な
画
期
に
な
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
は
積
極
的
に
評
価
し
た
い
。

（
銘
）
廟
堂
の
構
成
変
化
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

権
大
納
言

太
政
大
臣

左
大
臣

右
大
臣

大
納
言

藤
原
良
房

源
信

藤
原
良
相

平
高
棟

伴
善
男
×

藤
原
氏
宗

’
（
事
実
上
閉
門
、
翌
々
年
死
没
）

（
左
大
将
を
辞
職
、
翌
年
死
没
）

（
翌
年
死
没
）

（
配
流
）

（
右
大
将
か
ら
左
大
将
に
昇
進
、
翌
年
大
納
言
へ
）

、
■■■■■■■■■■■I■■■

グ <－う
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藤
原
明
子
（
皇
太
后
）
藤
原
良
房
（
太
政
大
臣
・
明
子
・
高
子
の
父
・
満
和
外
祖
父
）

藤
原
高
子
（
清
和
女
御
）
藤
原
基
経
（
参
議
・
高
子
の
実
兄
）

藤
原
順
子
（
太
皇
太
后
）
伴
善
男
（
太
皇
太
后
宮
大
夫
・
大
納
言
）

藤
原
良
相
（
右
大
臣
・
文
徳
女
御
多
賀
幾
子
の
父
・
清
和
女
御
多
美
子
の
父
）

清
和
天
皇

源
信
（
左
大
臣
・
嵯
峨
源
氏
）
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な
お
、
こ
の
と
き
入
内
し
た
高
子
が
の
ち
の
陽
成
天
皇
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

中
納
言
源
融

藤
原
基
経
（
参
議
か
ら
七
人
超
） １

１
１

I 1
1

”
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